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　横浜は、開港当時から新しい文化や国内外の様々な人々を広く受け入れながら、独自の文化を

創り出してきた。この横浜の文化が福祉のまちづくりに生かされ、昭和 49 年に、高齢者、子ども、

障害者等全ての市民が生活し、活動できる横浜市の実現を理念とした福祉の風土づくり推進事業

を開始し、今日までの様々な取組につながっている。

　近年の少子高齢化や生活様式の多様化など、市民の生活環境は大きく変化し、暮らしが便利に

なった半面、人と人とのつながりが希薄化し、社会の中で孤立する人が増えるなど新たな課題も

生じている。

　このような状況だからこそ、横浜が培ってきた多様な文化を受け入れる風土を大切にしながら、

誰一人取り残されることのない社会が求められている。

　福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主体の視点並びに市民、

事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わ

る全ての人が互いに人権を尊重し、個人の尊厳を重んじることを基本理念に、市民、事業者及び

行政が一体となってまちづくりを推進し、次世代につなげていくことができるまちを目指し、こ

の条例を制定する。

福祉のまちづくり条例　前文

福祉のまちづくり条例の理念1

　この条例は、横浜に関わる全ての人が安心して、自らの意思で自由に行動でき、様々な活動に参加できる
人間性豊かな福祉都市の実現のための基本的施策を定めたもので、障害理解などのソフトの取組と、誰もが
安心して利用できる施設の整備というハードの取組の両輪で推進することを基本としています。
　「基本的人権の保障とノーマライゼーション」「生活者主体の視点」「市民・事業者・行政による協働」
という制定当初からの基本的な考え方に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わ
る全ての人が互いに人権を尊重し、個人の尊厳を重んじることを基本理念とし、市民、事業者及び行政が一
体となって、次世代につなげていくことができるまちを目指しています。
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条例・施行規則 改正の経緯2

　横浜市では、昭和49年（1974年）に、地域社会で福祉の芽を育てるための環境づくりとして、高齢者・
障害者等への理解や日常生活での市民相互の支え合いの大切さなどを語り合い、学び合う「福祉の風土づく
り運動」を開始しました。また、並行して、誰もが日常生活やまちの中の行動において、できる限り同じよ
うな活動が保障されるよう、建築物等に対する福祉の観点からの整備を促進するための「福祉の都市環境づ
くり推進指針」を昭和52年（1977年）に制定しました。これらを、「福祉の風土づくり推進事業」として
推進し、ソフト面とハード面を一体として福祉のまちづくり事業を進めてきました。
　この20年余にわたる事業の中で、市民と行政の福祉意識は、「考え理解する段階から、ともに体験し、実
践する段階」へと進展し、市民の自主的な活動と行政・関係機関を含めたネットワークによる重層的な福祉
のまちづくりの仕組みづくりのほか、物的生活環境の整備水準も建築物等施設ごとの整備にとどまらず、道
路・交通対策の面的な整備が必要とされるようになりました。
　このような経過を経て、平成9年（1997年）3月に、福祉のまちづくりを捉え直し、総合的にまちづくり
を推進するため、市民、事業者、学識経験者、行政職員で構成する福祉のまちづくり検討委員会の提言を受
けて横浜市福祉のまちづくり条例を制定し、平成10年（1998年）1月に横浜市福祉のまちづくり条例施行
規則を制定しました。

　平成６年（1994年）に制定されたハートビル法が平成14年（2002年）に改正され、法令により一定の
用途・規模の建築物に対するバリアフリー化が義務付けられるとともに、法に基づきバリアフリーに関する
条例を市が制定できるようになりました。これを受け、平成16年（2004年）にハートビル条例を制定しま
した。
　平成18年（2006年）には交通バリアフリー法※1と改正ハートビル法を一本化したバリアフリー法が制定
されました。これに伴い、平成19年（2007年）にハートビル条例を建築物バリアフリー条例と名称を改め
ました。
　このような法改正に合わせ、平成17年（2005年）と平成20年（2008年）に福祉のまちづくり条例施行
規則を改正しました。

※1　高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律

3

(1 )  福祉のまちづくり条例及び福祉のまちづくり条例施行規則
      制定の経緯 

(2)  バリアフリー法の変遷と福祉のまちづくり条例施行規則
　　改正の経緯
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　バリアフリーの基準については、背景の異なる２つの条例、福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリー
条例で規定されてきましたが、横浜市としてより一体的に建築物のバリアフリーを進めるために、また、市
民、事業者にとってより分かりやすい条例とするため、平成24年（2012年）12月に福祉のまちづくり条例
を改正し、建築物バリアフリー条例と一本化することで、建築物に関するバリアフリーの規定を分かりやす
くしました。（平成26年（2014年）1月1日施行）
　また、福祉のまちづくり条例の改正に伴い、良質な住宅ストックの形成や、子育て世代への配慮など、大
きく変化している社会環境に対応するため、整備基準の見直し検討を行いました。学識経験者や事業者、関
係団体、行政職員などで構成される「横浜市福祉のまちづくり推進会議」及び同会議の分科会である「横浜
市福祉のまちづくり推進会議専門委員会」において検討を重ねたほか、障害者団体等からの意見聴取や市民
意見募集を行った上で、平成25年（2013年）７月に福祉のまちづくり条例施行規則を改正しました。

(3 )  福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリー条例
　  一本化の経緯
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横浜市 国

福祉のまちづくり条例

（委任）

（委任）

（委任）

〈ソフト〉
思いやりの心の醸成・研修など

〈ハード〉
建築物・道路・公園・公共交通機関の
施設のバリアフリーに関する基準

平成9年

改正福祉のまちづくり条例

〈ソフト〉
思いやりの心の醸成・研修など

〈ハード〉
建築物・道路・公園・公共交通機関の施設のバリアフリーに関する基準
建築物は、バリアフリー法の委任部分を含む

平成24年

ハートビル条例

〈ハード〉
建築物のバリアフリーに関する基準
（ハートビル法の委任部分）

平成16年

建築物バリアフリー条例

〈ハード〉
建築物のバリアフリーに関する基準
（バリアフリー法の委任部分）

平成19年

ハートビル法

平成6年

改正ハートビル法

平成14年

バリアフリー法

平成18年
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　前記のとおり、福祉のまちづくり条例は、平成24年（2012年）12月に全部改正を行いました。改正の主
な内容は以下のとおりです。

3 条例・施行規則 改正の内容

(1) 福祉のまちづくり条例改正（平成24年12月28日公布）のポイント

　これまでは、地方自治法に基づく横浜市独自の条例である福祉のまちづくり条例とバリアフリー
法の委任条例である建築物バリアフリー条例がありましたが、これを分かりやすくするため、建築
物バリアフリー条例を廃止し、福祉のまちづくり条例に一本化しました。

　これまでも福祉のまちづくりを進める際には、市民意見募集や障害者団体へのヒアリングを行う
など、広く意見を集めて施策に反映してきましたが、これまで以上に市民、事業者の皆様とともに
福祉のまちづくりを推進していくため、市民参画の確保を条例に明確に定めました。

　これまでは、床面積の合計が1,000㎡以上の共同住宅に対して福祉のまちづくり条例による指定
施設整備基準を適用し事前協議の対象としていましたが、新たに2,000㎡以上の共同住宅をバリア
フリー法に基づく特別特定建築物に追加し、建築確認における審査対象に位置づけることでバリア
フリー化を義務づけました。なお1,000㎡以上の共同住宅については、引き続き事前協議の対象で
す。

　これまで条例に明確に示されていなかった福祉のまちづくりの基本理念を、条例前文に明文化し
ました。

① 福祉のまちづくり条例と建築物バリアフリー条例の一本化

③ 市民参画の確保を規定

④ 2,000㎡以上の共同住宅について、バリアフリー化を義務付け

② 福祉のまちづくり条例の理念を条例に明文化
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① 建築物全般の整備基準の見直し

　条例の一本化に伴い、バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」を福祉のまちづくり
条例施行規則に盛り込むとともに、「指定施設整備基準」の構成を、「建築物移動等円滑化基準」
に整合させました。
　また、従来の『施設整備マニュアル』に記載されていた整備基準の解説等のうち、遵守すべきも
のを「指定施設整備基準」に追加し、従来の「指定施設整備基準」のうち最低限遵守すべき整備基
準を新たに「建築物移動等円滑化基準」に位置づけました。

　子育て世代に配慮した環境を整備するため、乳幼児用おむつ交換台・乳幼児用椅子・授乳ができ
る場所・おむつ交換ができる場所を設置する規定を新たに盛り込みました。

(2 )  福祉のまちづくり条例施行規則改正（平成25年7月25日）のポイント

② 子育て世代に配慮した設備の規定の追加

　わかりやすさの観点から、用語の定義や用途区分等をバリアフリー法施行令と整合させました。

④ 福祉のまちづくり条例の用途の区分等をバリアフリー法と整合

　「指定施設整備基準」については、共用の便所や駐車場に整備基準を適用するほか、エレベーター
の設置基準を見直しました。新設した共同住宅の「建築物移動等円滑化基準」については、バリア
フリー法に基づく基準に加え、階段の手すりやエレベーターの音声案内の規定等を追加しました。

③ 共同住宅の整備基準の見直し

　増築や用途の変更をする場合には、バリアフリー法の考え方に整合させて、「指定施設整備基
準」においても既存部分のバリアフリー化を求めることとしました。また、同じくバリアフリー法
の考え方に整合させ、視覚障害者誘導用ブロックの敷設や案内設備等、視覚障害に配慮した基準適
用を見直しました。

⑤ 「指定施設整備基準」の適用対象の見直し
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(3 )  福祉のまちづくり条例一部改正（令和６年12月25日公布）のポイント

①基本理念の見直し
 障害者差別解消法など関連法の理念や考え方を反映するため、福祉のまちづくり条例の基本理念
を「人権を尊重し、個人の尊厳を重んじるまちづくり」に改め、条例の目的を、共生社会の実現に
資することに改めました。

② 市及び事業者の責務の見直し
　「合理的配慮の提供」が、法に基づき実施されることを前提として、「合理的配慮の提供」を的
確に行うために必要な施設の構造の改善、設備の整備、関係職員への研修などを責務として規定し
ました。

③当事者参画の新設 
 本市が設置する大規模施設等を新築または改修等をする際に、当事者と施設を設置・管理する立
場の方が直接、対話できる機会を確保することなど、当事者参画の推進について規定しました。

Ⅰ 

概 

要 

編

３ 

条
例
・
施
行
規
則 

改
正
の
内
容



6−2

参考図

　平成 28 年４月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が施行さ

れました。この法律は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現を目指すものです。この法律では、行政機関や事業者に対し、障害を理由とする不当な差別的取扱いの

禁止や、負担になり過ぎない範囲での合理的配慮（※）の提供を求めています。

　また、令和６年４月に、これまでは努力義務とされていた民間事業者の障害者への合理的配慮が、国の行政機関等

と同様、法的な義務として課されるようになりました。

障害を理由とする差別の解消

不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮

民間事業者

国の行政機関、
地方公共団体等 禁止

禁止 してはならない

してはならない

努力
義務

するように
努めなければ
ならない

法的
義務

しなければ
ならない

　また、平成 28 年 4 月に「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（いわゆる「改正障害者雇用

促進法」）が施行され、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止や、障害者が働く際の支障を改善す

るための合理的配慮の提供義務等が定められ、あわせて平成 30 年 4 月には法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加

えられ、法定雇用率が引き上げられました。

　これらの法律により、障害のある人への配慮が強く求められてきています。このような社会背景を踏まえると、バ

リアフリー法や福祉のまちづくり条例に定められている整備基準の適用範囲外となる「利用居室の内部」や「従業員

のみが利用する事務室」などについても、障害の有無に関わらず、誰もが利用しやすい空間となるよう配慮すること

が望ましいと言えます。

※ 合理的配慮

　障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意

思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で、障害のある人にとって日常生活を送る上での障壁

を取り除くための配慮を行うこと

●車いす使用者の職員がいる職場での工夫の例●

通路の幅員を広げ業務上必要となる動線
を確保する。

《その他の工夫の例》
・プリンター：手の届くよう低い位置に設置する。
・付箋やペンなど職場の共用品の保管場所：
　①通路幅員を広げる。
　②保管場所周辺は広めの空間を確保する。

　このような工夫例はあくまで一例です。必要な
配慮について本人と話し合うことが大切です。

法的
義務

しなければ
ならない

（R6.4 月～）
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(1 )  条例・施行規則の構成

条例と施行規則の概要4

福祉のまちづくり条例 福祉のまちづくり条例施行規則
前文

第1章　総則

第2章　横浜市福祉のまちづくり推進会議

第3章　基本的施策
（第12条～第18条）推進指針の策定、情報の提供･教育の充実、
　表彰、市民参画の確保等

第4章　施設の整備
第1節　特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特
　　　　定建築物の建築の規模

第2節　建築物移動等円滑化基準及び整備基準

第3節　一般都市施設及び指定施設の整備

第1款　建築物移動等円滑化基準

第2款　一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準

（第19条、第20条、別表）バリアフリー法第14条第 3項
　に基づく特別特定建築物の追加と対象規模の引下げ

（第21条～第24条）バリアフリー法第14条第3項に基づ
　く建築物移動等円滑化基準に付加する事項等

（第25条～第27条）整備基準、整備基準の遵守等

第4節　車両等及び住宅の整備

（第39条、第 40条）車両等の整備、住宅の整備

（第33条、第 34条）維持保全、既存指定施設の調査

第5章　雑則

（第41条）許可の手数料を規定

（第42条）規則への委任を規定

（第35条～第 38条）指導・助言、勧告等

（第7条～第11条）推進会議の設置、組織、任期等

（第3条～第6条）市･事業者･市民の責務･協力･連携

（第1条～第2条）条例の目的、定義 （第1条、第2条）規則の趣旨、定義
（第3条、別表第１）一般都市施設と指定施設

（第３条の２、別表第１の２～別表第１の４）建築
物移動等円滑化基準の具体的な整備基準

（第 4 条、別表第２～別表第９）一般都市施　
設整備基準及び指定施設整備基準の具　
体的な整備基準

（第12条）身分証明書を規定
（第 13 条）規則の施行に必要な事項を健康
　福祉局長が定める規定

（第 6 条～第 8 条、別表第 10･11）事前協議等
の手続き

（第9条～第11条）指導･助言等の手続き

（第 28 条～第 32 条）事前協議、完了検査、適合証交付
　等の手続き
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(2 )  各章の概要

前文

第１章　総則

第２章　横浜市福祉のまちづくり推進会議

第３章　基本的施策

第４章　施設の整備

 第１節　特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特定建築物の建築の規模
 

 第２節　建築物移動等円滑化基準及び整備基準

  第１款　建築物移動等円滑化基準

  第２款　一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準

 第３節　一般都市施設及び指定施設の整備

 第４節　車両等及び住宅の整備

第５章　雑則

附則

見 出 し

（第１条―第６条）

（第７条―第11条）

（第12条―第18条）

（第19条―第40条）

（第19条―第20条）

（第21条―第27条）

（第21条―第24条）

（第25条―第27条）

（第28条―第38条）

（第39条―第40条）

（第41条―第42条）
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　福祉のまちづくりに関する基本理念を明文化しています。

前文

【目的】
　福祉のまちづくりに関する施策の基本的事項を定めるとともに、バリアフリー法に基づく規定を定めるこ
とにより、施策を総合的に推進し、「人間性豊かな福祉都市の実現に資すること」を目的としています。

【定義】
　福祉のまちづくり条例で定める用語以外は、バリアフリー法･バリアフリー法施行令と同じ用語を用います。

【福祉のまちづくり条例で定める用語の説明】
(1) 福祉のまちづくり：「高齢者、障害者等を含む全ての人が相互に交流し、支え合うとともに、安全かつ円
 滑に施設を利用することができ、あらゆる分野の活動に参加することができる環境を整備すること」と定
 めています。
(2) 高齢者、障害者等：「高齢者で日常生活又は社会生活に身体等の機能上の制限を受けるもの」、及び障害
 者基本法に規定する「障害者その他これらの者に準ずる日常生活又は社会生活に制限を受ける者」として
 います。ただし、第22条から第24条までにおいては、バリアフリー法に規定する「高齢者、障害者等」
 をいう、としています。
(3) 一般都市施設：「病院、診療所、学校、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、鉄道の駅、道路、
 公園その他の不特定かつ多数の者の利用に供する部分を有する施設及びこれらに準ずる施設で規則で定め
 るもの」と定めています。
(4) 指定施設：「一般都市施設のうち、規則で定める種類及び規模のもの」と定めています。一般都市施設の
　  うち福祉のまちづくりの観点から特に公共性が高い施設を定めています。

【市、事業者及び市民の協力及び連携】
　「市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりを推進しなければな
らない」と推進手法を規定しています。

第１章　総則 （第１条―第６条）

　福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議するため、学識経験者、事業者、関係団体を代表
する者、関係行政機関の職員等 30 人以内で構成する推進会議の設置を規定しています。推進会議は、「福祉
のまちづくりの推進に関する基本的な事項について、市長に意見を述べることができる。」としています。

第２章　横浜市福祉のまちづくり推進会議 （第７条―第11条）

【福祉のまちづくり推進指針の策定】
　福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる施策として指針の策定を
規定しています。指針は次の４項目を柱に策定するよう規定しています。
 ○ 福祉のまちづくりに関する目標
 ○ 福祉のまちづくりに関する施策の方向
 ○ 市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的方針
 ○ その他の重要事項

第３章　基本的施策 （第12条―第18条）
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【情報の提供、教育の充実、調査研究、表彰等】
　福祉のまちづくりに関する情報の収集及び提供、教育の充実、学習の支援、調査研究、必要な財政措置、また、
福祉のまちづくりの推進に著しい功績のあった者に対する表彰などを規定しています。

【市民参画の確保】
　市長は、福祉のまちづくりに関する施策について検討、評価等を行う場合は、事業者及び市民から広く意
見を求めるものとしています。

10

第４章　施設の整備 （第19条―第40条）

第２節　建築物移動等円滑化基準及び整備基準

　政令第１０条から第２６条の規定に加え、条例で整備基準を追加しています。具体的な構造・配置に関す
る事項は規則で定めています。

第１款　建築物移動等円滑化基準 （第21条―第24条）

（第21条―第27条）

　本市独自の事前協議制度や整備基準の他、バリアフリー法第１４条第３項の規定に基づく委任規定を定め
ています。

【特別特定建築物に追加する特定建築物】
　政令第５条に規定する特別特定建築物に加えて、条例で特定建築物から特別特定建築物に追加する用途を
規定しています。具体的には、以下の用途を追加しています。

第１節　特別特定建築物に追加する特定建築物及び特別特定建築物の建築の規模 （第19条―第20条）

政令５条に規定する特別特定建築物にさらに追加している用途

(1) 学校（政令第5条第 1号に掲げるものを除く。）

(2) 共同住宅
(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（政令第5条第 9号に掲げるものを除く。）

(4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 （政令第 5条第 11号に掲げるものを除く。）

【特別特定建築物の建築の規模】
　政令第9条によりバリアフリー法の対象となる建築の規模（2,000㎡以上（公衆便所は50㎡以上））を条
例で引き下げています。具体的には条例別表により規定しています。

(1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの等 /0㎡～
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗等 /300㎡～
(3) 学校等／1,000㎡～
(4) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設等 /1,000㎡～　
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　許可に係る手数料を規定するとともに、福祉のまちづくり条例の施行に必要な事項の規則委任を規定して
います。

（第41条―第42条）

　福祉のまちづくり条例の施行について、経過措置等の条例の適用等に関する必要な事項を規定しています。

【指定施設の整備】
　指定施設については、その新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替の際に事前協議
を義務づけています。また、その他の手続きや施設の維持保全を義務づけています。事前協議を行わずに指
定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替に着手した者や、その措置が整備基
準に照らして著しく不十分と認められる整備者に対しては「勧告」、｢公表｣をすることができることを規定し
ています。
【適合証、表示板の交付】
　一般都市施設及び指定施設について、それぞれの整備基準に適合させたときに交付する適合証について規
定しています。また、さらに規則で定める整備を行った場合の表示板の交付と掲示を規定しています。

第３節　一般都市施設及び指定施設の整備 （第28条―第38条）

　指定施設以外の一般都市施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替の際に遵守
すべき「一般都市施設整備基準」及び、指定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の
模様替の際に遵守すべき「指定施設整備基準」を規定しています。また、既存施設についても整備基準に適
合させるための措置を講ずるよう努める規定を設けています。

第２款　一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準 （第25条―第27条）

　公共交通機関の車両等の整備について管理者の努力義務を、また、住宅を供給する事業者には、高齢者、
障害者等が安全に利用できるよう配慮された住宅の供給の努力義務を規定しています。

第４節　車両等及び住宅の整備 （第39条―第40条）

第５章　雑則

附則
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対象となる施設

(1) 施設の種類

① 一般都市施設 条例第2条第２項第3号

　条例で定める「不特定かつ多数の者の利用に供する部分を有する施設及びこれらに準ずる施設」
のことで、具体的には福祉のまちづくり条例施行規則別表第１に規定されています。以下の②及び
③は、すべて一般都市施設に含まれます。

② 指定施設 条例第2条第２項第4号

　一般都市施設のうち福祉のまちづくりの観点から特に公共性が高い施設として、福祉のまちづく
り条例施行規則別表第１で定める種類及び規模のものをいいます。

各施設の関係図

条例第2条第2項第3号

条例第2条第2項第4号

条例第19条・第20条・別表

一般都市施設

指定施設

バリアフリー法対象施設

事前協議の対象（建築確認の前に横浜市と協議）

バリアフリー法の対象（事前協議の後に建築確認で審査）

③ バリアフリー法対象施設
 （横浜市で追加・対象規模の引き下げをしたものを含む）

条例第19条・第20条・別表

　「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物」のうち、バ
リアフリー法施行令で定められた「特別特定建築物」で2,000㎡（公衆便所は50㎡）以上のもの
がバリアフリー法の対象施設となります。この「特別特定建築物」と対象規模については、バリア
フリー法第１４条第３項に基づき、各自治体の条例により、多数の者が利用する「特定建築物」を
「特別特定建築物」に追加することができ、また、対象規模を引き下げることができます。
　横浜市では、福祉のまちづくり条例第19条により、共同住宅等の「特定建築物」を「特別特定
建築物」に追加し、第20条・別表において、「対象施設の規模の引き下げ」を規定しています。
（※政令第24条、第25条により、一部の規定について「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する」とあるのを「多数の者が利用する」と読み替えて適用させています。詳しくは24ページをご覧ください。）

※バリアフリー法対象施設については、建築基準法に基づく建築確認時に「建築物移動等円滑化基準」が審査対象となり
　ます。

「バリアフリー法対象施設（横浜市で追加・対象規模の引き下げをしたものを含む）」
（以下「バリアフリー法対象施設」という）

５ 
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事前協議の対象
（指定施設整備基準を遵守）

建築確認における審査の対象
（建築物移動等円滑化基準を遵守）※

A

B

A
B

→36ページの手続きへ →36ページの手続きへ

事前協議の対象
建築確認における審査の対象外
（指定施設整備基準を遵守）

A

建
築
確
認
に
お
け
る
審
査
の
対
象
外

事
前
協
議
の
対
象
外

事前協議の対象外
建築確認における審査の対象外
（一般都市施設整備基準を遵守）

用
途

対
象
行
為

対
象
規
模

(2 )  対象判定フローチャート

　建築物の用途、対象行為、対象規模により、事前協議や建築確認における審査対象となるか、下記フロー
チャートにより判定してください。

非該当

該当

該当 非該当

非該当非該当

該当

該当

非該当

P16

P14

～

P15
特別特定建築物

該当

非該当

該当

新築・増築・改築・用途変更
【法第14条第１項】

新築・増築・改築・用途変更
大規模の修繕・大規模の模様替
【条例第26条】

指定施設
用途に供する部分の床面積の合計が
規則別表第１の規模に該当するか
【規則別表第１】

指定施設
用途に供する部分の床面積の合計が
規則別表第１の規模に該当するか
【規則別表第１】

一般都市施設 【規則別表第1】

【政令第5条・条例第19条】

対象行為の部分の床面積の合計が
条例別表の規模に該当するか
【条例別表】

P14

～

P15

P17

～

P20

非該当

「建築確認における審査の対象」とは、建築確認において建築物移動等円滑化基準に適合しているか否かを審査する対象であること
 を指します。建築物移動等円滑化基準に適合していないと建築基準法の規定により建築工事に着手できません。
※用途変更等、建築確認が不要な場合でも建築物移動等円滑化基準を遵守することが必要です。

「事前協議の対象」とは、事前協議において指定施設整備基準の適合について協議する対象であることを指します。

該当

バリアフリー法対象施設
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(3 )  事前協議及び建築確認の対象となる施設の用途と規模

　一般都市施設は、規模を問わず、下記の用途全てを含みます。指定施設及びバリアフリー法対象施設は、
一般都市施設のうち用途ごとに定められた規模以上のものが該当します。（注：ーは対象外を示します。）

区分 一般都市施設 指定施設 ※１

1

2

保健所、税務署その他不特定
かつ多数の者が利用する官公
署

(1)保健所／(2)税務署／(3)土木事務所／(4)その他不特定
かつ多数の者が利用する官公署　[市役所、区役所、消防
署、警察署など]

老人ホーム、保育所、福祉
ホームその他これらに類する
もの（認可外保育施設を除
く。）

(1)老人ホーム／(2)保育所／(3)福祉ホーム／(4)救護施設
又は更生施設／(5)その他これらに類する施設 [認知症高
齢者グループホーム、就労移行支援施設、就労継続支援施
設など]

3 老人福祉センター、児童厚生
施設、身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの

(1)老人福祉センター／(2)児童厚生施設／(3)身体障害者
福祉センター／(4)その他これらに類する施設　[児童発達
支援センター、老人デイサービスセンターなど]

4 病院 病院

7 助産所 助産所

9 学校 学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校）

10 自動車教習所その他これに類
するもの

(1)自動車教習所／(2)その他これに類する施設 [職業訓練
校など]

12 博物館類似施設その他これに
類する施設

(1)博物館類似施設／(2)その他これに類する施設 [郷土資
料館など]

16 理髪店その他これに類する
サービス業を営む店舗

(1)理髪店／(2)その他これに類するサービス業を営む店舗
　[理容院、美容院など]

17 公衆便所 公衆便所（地方公共団体が設置するものに限る。）
       ※5

18 認可外保育施設 認可外保育施設

公衆便所　（地方公共団体以外のものが設置するものに限る。）
       ※5

13 集会場（一の集会室の床面積
が200㎡を超えるものに限
る。）又は公会堂

(1)冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施
設（一の集会室の床面積が200㎡を超えるものに限
る。） [文化会館、市民ホールなど]／(2)公会堂

14 集会場（全ての集会室の床面
積が200㎡以下のものに限
る。）

冠婚葬祭施設、地区センターその他これらに類する施設
（全ての集会室の床面積が200㎡以下のものに限る。）

15 銀行その他これに類するサー
ビス業を営む店舗

(1)銀行／(2)ガス事業者、電気事業者、通信事業者又は水
道事業者の営業所／(3)その他これらに類するサービス業
を営む店舗　[農協、証券会社、信用金庫･労働金庫、郵便
貯金などの窓口業務を行う施設など]

11 博物館、美術館又は図書館 (1)博物館／(2)美術館／(3)図書館

5 診療所（患者の収容施設があ
るものに限る。）

診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

6

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

300㎡以上

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

全ての施設

ー

8 薬局 薬局  [調剤薬局のあるドラッグストア] 全ての施設 300㎡以上
       ※3

1,000㎡以上

ー

ー

300㎡以上
　　　　 　　※4

50㎡以上

ー

全ての施設

1,000㎡以上

300㎡以上
　　　　 　　※4

全ての施設

全ての施設

300㎡以上
診療所（患者の収容施設がな
いものに限る。）

診療所（患者の収容施設がないものに限る。） [鍼灸院、
整骨院、接骨院など]

バリアフリー
法対象施設※２
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19 百貨店、マーケットその他の
物品販売業を営む店舗（薬局
を除く。）

(1)百貨店／(2)マーケット／(3)その他の物品販売業を営
む店舗(薬局を除く。)　[ガソリンスタンド、カーディー
ラー、勝馬投票券発売所など]

20 飲食店 飲食店　[喫茶店、食堂、レストランなど]

21 クリーニング取次店、質屋、
貸衣装屋その他これらに類す
るサービス業を営む店舗

(1)クリーニング取次店／(2)質屋／(3)貸衣装屋／(4)その
他これらに類するサービス業を営む店舗　[旅行代理店の
営業所、ビデオ／ＣＤレンタル店、宅地建物取引業者の営
業所、消費者金融営業所、エステティックサロン、動物病
院、無人ＡＴＭ・ＣＤコーナーなど]

22 劇場、観覧場、映画館又は演
芸場

(1)劇場／(2)観覧場／(3)映画館／(4)演芸場

23 遊技場 (1)パチンコ屋／(2)マージャン屋／(3)その他これらに類
する施設　[ゲームセンター、カラオケボックスなど]

25 公衆浴場 公衆浴場

29 展示場 展示場　[モデルルーム、ショールームなど]

30 事務所 事務所　[公園緑地事務所、開発事務所、研修所、研究所、
検査所など]

34 共同住宅 共同住宅

35 寄宿舎 寄宿舎

ー※6公共用歩廊

ー※7車両の停車場

27 ホテル又は旅館 ホテル又は旅館　[簡易宿所など]

28 ホテル又は旅館以外の宿泊施
設

ホテル又は旅館以外の宿泊施設　[宿泊施設を持つ研修所
など]

36 地下街 一般都市施設（１の項から35の項までに掲げるものに限
る。）を有する地下街の共用部分

24 キャバレー、料理店、ナイト
クラブ、ダンスホールその他
これらに類するもの

(1)キャバレー／(2)料理店／(3)ナイトクラブ／(4)ダンス
ホール／(5)その他これらに類する施設

26 体育館、水泳場、ボーリング
場その他これらに類する運動
施設

(1)体育館／(2)水泳場／(3)ボーリング場／(4)その他これ
らに類する運動施設　[フィットネスジムなど]

32 学習塾、華道教室、囲碁教室
その他これらに類するもの

(1)学習塾／(2)華道教室／(3)囲碁教室／(4)その他これら
に類する施設　[ヨガ教室など]

300㎡以上
       ※3

300㎡以上

300㎡以上
　　　　　　 ※4

300㎡以上

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

ー

2,000㎡以上

ー

2,000㎡以上

全ての施設

1,000㎡以上

ー

ー

ー

ー

1,000㎡以上

ー

1,000㎡以上
33 自動車の停留又は駐車のため

の施設（一般公共の用に供さ
れるものに限る。）

自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の用に供さ
れるものに限る。）

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

31 工場 工場  [清掃工場、発電所、下水処理場など] ー1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

全ての施設

300㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

37 複合施設 一般都市施設（１の項から35の項までに掲げるものに限
る。）を有する複合施設の共用部分(36の項に掲げるもの
を除く。)

一般都市施設
の床面積の合
計が1,000㎡
以上の施設

※１：用途に供する部分の床面積の合計　　※２：用途に供する部分の床面積の合計（増築等の場合は、増築等に係る部分のみ）　　
※３ : バリアフリー法対象施設については、区分「8」「19」をあわせて「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗」として扱い、 当
該用途に供する部分の床面積の合計で対象規模以上か否か判定します。　　※４ ：バリアフリー法対象施設については、区分「15」「16」
「21」をあわせて「理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗」として扱い、当該用途
に供する部分の床面積の合計で対象規模以上か否か判定します。　　※５：公園内に設ける便所については、条例第2条第２項第4号に
規定する指定施設である公園に設置するものに限り、建築物の用途を「公衆便所」として取扱います。　　※６：「道路」の編を参照　　　
※７：「公共交通機関」の編を参照　

区分 一般都市施設 指定施設 ※１ バリアフリー
法対象施設※２

注）上記の用途の区分については、福祉のまちづくり条例における用途の区分であり、建築基準法上の用途と異なる場合があります。
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(4 )  対象行為

　一般都市施設及び指定施設に関しては、条例第26条において、一般都市施設整備基準又は指定施設整備基
準の遵守が義務付けられています。また、特別特定建築物についてはバリアフリー法第14条第1項において
建築物等円滑化基準への適合が義務付けられています。

一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準の遵守が
義務付けられている対象行為

新築、増築、改築、用途変更、
大規模の修繕、大規模の模様替

建築物移動等円滑化基準の適合が義務付けられている
対象行為（バリアフリー法の対象行為）

新築、増築、改築、用途変更

「増築等」とは
　　　増築、改築、用途変更のことをいいます。
「増築等」とは
　　　増築、改築、用途変更のことをいいます。

＜ 参考 ＞
市域をまたがる場合
敷地の過半が属する市域の条例を適用します。ただし、敷地や建築物の位置等の状況により
判断に苦慮する場合は、隣接する行政庁と協議を行ったうえで判断します。
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　「２以上」の一般都市施設の用途がある場合、上記の判定に合わせて、指定施設の「複合施設」に該当す
るか判定が必要です。なお、バリアフリー法対象施設としては「複合施設」は特別特定建築物に該当がない
ため、判定は不要です。

(5 )  対象規模の算定方法

① 敷地単位で面積を算定します
　対象規模の算定方法は、「同一敷地内にある同じ用途の床面積の合計」となります。
　例えば、同一敷地内に２棟以上建築物がある場合は、建築物は別棟であっても、同じ用途の床面積を合計
して、対象規模以上か判定します。また、例えば、1つの建築物の中に複数の飲食店がある場合は、全ての
飲食店の床面積の合計で、対象規模以上か否か判定します。

《同一敷地内に２棟以上の建築物がある場合》

《１つの建築物の中で同じ用途が複数ある場合》

《複合施設に関する整備基準の範囲》

《複合施設：「２以上」の用途がある場合》

用途 A
（B棟）
500㎡

用途 A
（A棟）
800㎡

用途A
800㎡

合計

指定施設の
判定規模 1,300㎡

1,300㎡
バリアフリー法
対象施設の
判定規模

800㎡

800㎡

1,000㎡

指定施設の
判定規模

指定施設の
判定規模

　上記の対象規模の判定の結果、複合施設が事前協議の対象規模となった場合には、整備基準が適用される範囲は、「共用の廊下、
階段など」となります。（各々の用途の内部空間については、「各用途の対象規模が事前協議の対象となる場合」に各用途の整備
基準が適用されます。）（25ページを参照）

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

全ての用途
1,000㎡

合計

用途A
1,300㎡

合計

用途 A　250㎡

用途 B　250㎡

用途 A　250㎡

用途 C　250㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

用途 A　200㎡

※

※：共用部分も含みます。

※

※

Ⅰ 

概 

要 

編

５ 

対
象
と
な
る
施
設



② 増築等(増築、改築、用途変更)では、指定施設とバリアフリー法対象施設で算定方法が
　　異なります

18

指定施設：用途に供する部分の床面積の合計（既存部分を含む）
 ⇒増築等の場合、既存部分に同じ用途がある場合、既存部分も含めた床面積を合計します。

　指定施設・一般都市施設が対象です。対象規模の算定方法は、大規模の修繕・模様替する用途と同じ用途
の床面積（既存部分を含む）の合計となります。

③ 大規模の修繕･模様替を行う場合の算定方法

　１つの建物に複数の用途があり、廊下・階段・エレベーター等の共用部分がある場合は、当該用途の専有
部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積を按分して算入します。

④ 共用部分の算定方法

バリアフリー法対象施設：増築等に係る部分のみの用途に供する部分の床面積の合計
 ⇒増築等の場合、増築等の部分だけの面積の合計となります。

《共用部分の算定方法》

　右図の場合、出入口から飲食店部分と物販店舗部分へ
至るまでに利用する廊下等の共用部分があるため、飲食
店の合計面積 400 ㎡と物販店舗の合計面積 200 ㎡の割
合（2：1）で、共用部分を按分して、各部分と合計します。

 例） 飲食店の対象規模
  400㎡＋100㎡＝500㎡
  物販店舗の対象規模
  200㎡＋50㎡＝250㎡

　また、ビルの 7階部分を用途変更する場合、出入口か
ら７階に至るまでに利用する階段やエレベーター等の共
用部分があるため、当該共用部分を共用している 1～6
階と 7階との割合（6：1）で按分して合計します。

 例） ７階飲食店の対象規模
  280㎡＋20㎡＝300㎡

飲食店A
200㎡

100㎡

平面図

共用部分150㎡
（2 : 1 に按分）

50㎡

飲食店B
200㎡

物販店舗
200㎡

出入口

7階建てビル

7階 飲食店 280㎡

1～6階 事務所

7階までの
共用部分140㎡
を 6:1 に按分

断面図

飲食店の共用部分

140×1/7=
20㎡

　　　　　※ただし、増築等の場合、別表第9に掲げる整備項目を適用する規模の算定においては、
　　　　　　増築等の部分だけの面積の合計となります。詳しくは33ページをご参照ください。

合計
全ての合計
350㎡

既存部分
200㎡

増築等部分
150㎡

指定施設の
判定規模 350㎡

合計
増築等部分のみ
150㎡

既存部分
200㎡

増築等部分
150㎡ 150㎡

バリアフリー法
対象施設の
判定規模
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新築の場合

※飲食店用の駐車場は、飲食店に付属するものとして、用途は「飲食店」になります。

例えば、飲食店・物販店舗を新築する場合は以下のように算定します。

２棟以上の場合：同じ敷地内の同じ用途の部分を合算した面積で対象規模を算定します。パターンⅢ

飲食店
200㎡

飲食店の駐車場
200㎡

400㎡ 指定施設
（事前協議の対象）

400㎡

1棟・1用途の場合：施設全体の床面積で対象規模を算定します。パターンⅠ

飲食店
400㎡

400㎡ 指定施設
（事前協議の対象）

指定施設の
判定規模

400㎡
バリアフリー法
対象施設

（建築確認における審査の対象）

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

１棟に複数の用途がある場合：用途ごとの専有部分の床面積と、共用部分の床面積を
                                          按分して加えた床面積で対象規模を算定します。

パターンⅡ

飲食店A
200㎡

100㎡

共用部分150㎡
（2 : 1 に按分）

50㎡

飲食店B
200㎡

物販店舗
200㎡

出入口

物販店舗
指定施設以外
の一般都市施設
（事前協議の対象外）

（専有部分）　  （共用部分）
200㎡+50㎡

飲食店

指定施設
（事前協議の対象）（専有部分）　  （共用部分）

400㎡+100㎡

バリアフリー法
対象施設

（建築確認における審査の対象）

バリアフリー法
対象施設

（建築確認における審査の対象）

（専有部分）　  （共用部分）
400㎡+100㎡

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）
（専有部分）　  （共用部分）
200㎡+50㎡

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

対象規模算定方法の

具体例
凡例

飲食店・物販店舗の対象規模：各々300㎡以上条件

敷地
建築物

：指定施設の判定のための対象規模の算定範囲

：バリアフリー法対象施設の判定のための
　対象規模の算定範囲

対象規模算定方法の具体例
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増築の場合

※飲食店用の駐車場は、飲食店に付属するものとして、用途は「飲食店」になります。

例えば、飲食店を増築する場合は以下のように算定します。

２棟以上の場合：同じ敷地内の同じ用途の部分を合算した面積で対象規模を算定します。パターンⅥ

飲食店
200㎡

飲食店の駐車場
200㎡

400㎡

200㎡
既存部分 増築部分

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

対象規模算定方法の具体例

１棟・1用途の場合：指定施設は、既存部分も含めた床面積の合計で対象規模を算定
　　　　　　　　　　します。
                              バリアフリー法対象施設は、増築部分の床面積だけで対象規模
　　　　　　　　　　を算定します。

パターンⅣ

飲食店
200㎡

飲食店
200㎡ 400㎡

200㎡
既存部分 増築部分

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）

１棟に複数の用途がある場合：飲食店の専有部分を増築する場合
　　　　　　　　　　　　　　指定施設は、専有部分の床面積（増築部分＋既存部分）
                                          と共用部分の床面積を按分して加えた床面積で対象規
                                          模を算定します。
　　　　　　　　　　　　　　バリアフリー法対象施設は、増築部分の床面積だけで
                                          対象規模を算定します。

パターンⅤ

物販店舗

飲食店

（専有部分）　  （共用部分）
400㎡+100㎡

（増築部分のみ）
200㎡飲食店

200㎡

100㎡

共用部分150㎡
（2 : 1 に按分）

50㎡

飲食店
200㎡

物販店舗
200㎡

出入口

既存部分増築部分

増築部分がないので、事前協議もバリアフリー法も対象外

指定施設の
判定規模

バリアフリー法
対象施設の
判定規模

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）

指定施設
（事前協議の対象）

バリアフリー法
対象外施設

（建築確認における審査の対象外）
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6 整備基準の種類と構成

(1) 整備基準の考え方

① 一般都市施設整備基準
　一般都市施設整備基準は、高齢者、障害者等の日常生活における利用促進を図るため、施設を利用する際
に必要な要件となる「施設に入ることができること」を可能にするための具体的な整備項目を規定していま
す。
　指定施設以外の一般都市施設は、新築、増築、改築、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替をする場
合は、一般都市施設整備基準を遵守しなくてはなりません。

条例第25条第2項、規則別表第２

条例第25条第3項、規則別表第５② 指定施設整備基準
　指定施設は福祉の観点から公共性の高い施設であるため、指定施設整備基準は、施設利用に際して基本と
なる「施設の目的＝用途を享受できること」を可能にするための条件として、以下の視点に基づき、整備項
目を規定しています。
・施設に入ることができること
・施設内の水平・垂直移動ができること
・施設に一定時間滞在できるための便所の整備が図られていること
・施設内がわかりやすく計画され、そのための案内・サインが備わっていること
・非常時の警報設備に留意すること
　指定施設は、新築、増築、改築、用途変更、大規模な修繕、大規模な模様替をする場合は、指定施設整備
基準を遵守しなくてはなりません。また、建築確認の前に事前協議が必要です。

③ 建築物移動等円滑化基準

　建築物移動等円滑化基準の整備項目は、政令で規定されている「建築物特定施設」（出入口、廊下等、な
ど）に対して定められています（Ｐ.22参照）。具体的な整備項目は、政令に基づく建築物移動等円滑化基
準と、バリアフリー法に基づき条例･規則で追加した建築物移動等円滑化基準で規定しています。
　バリアフリー法対象施設は、新築、増築、改築、用途変更をする場合は、建築物移動等円滑化基準に適合
させなくてはなりません。また、建築確認において確認審査の対象となります。

条例第21条～第24条、規則別表第１の２･１の３
政令第10条～26条、

④ 表示板交付基準
　整備基準に適合している施設の利用を促進するため、表示板交付基準に適合する、よりバリアフリーに配
慮した施設には表示板を交付します。

表示板交付基準→183ページ

条例第３２条、規則第８条、規則別表第１１
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(2 )  整備基準の項目

整備基準の具体的な整備項目は以下のとおりです。

※1「移動等円滑化経路」
指定施設整備基準及び建築物移動等円滑化基準においては、②以降の各整備項目の基準のほか、高
齢者、障害者等が円滑に利用できる経路を移動等円滑化経路として規定しています。詳細は「Ⅱ施
設整備マニュアル編」の「１移動等円滑化経路」(62ページ)を参照してください。

※2「出入口」
建築物の出入口の他、利用居室の出入口や、車いす使用者用便房の　出入口も該当します。

※3「廊下等」
廊下その他これに類するものを含みます。ロビーやホール、エレベーターの乗降ロビー、階段や傾
斜路の踊場で廊下に接続しているものも含まれます。また、便所の中の車いす使用者用便房までの
経路及び劇場等の客席出入口から車いす使用者用部分までの経路も廊下等に該当します。

※4「階段」
階段の踊場も含みます。なお、廊下等に段差がある場合は、その段差は階段に該当します。

※5「傾斜路」
傾斜路の踊場も含みます。なお、廊下等に傾斜がある場合は、その傾斜部分は傾斜路に該当します。

※6「エレベーター等」
エレベーターや段差解消機が該当します。

※7「浴室等」
浴室又はシャワー室が該当します。

①移動等円滑化経路※1　②敷地内の通路　③駐車場　④出入口※2　
⑤廊下等※3　⑥階段※4　⑦傾斜路※5　⑧エレベーター等※6　⑨便所
⑩浴室等※7　⑪ホテル又は旅館の客室　⑫客席及び舞台　⑬標識
⑭案内設備　⑮案内設備までの経路
（以上は建築物移動等円滑化基準との整合を確保）

⑯情報伝達設備（視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備）　
⑰情報伝達設備（聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備）　
⑱誘導設備等　⑲附帯設備
（高齢者、障害者等の安全かつ円滑な利用に必要なものとして以上の
整備項目を設けています。なお本マニュアルでは、整備基準を再掲
する形で、⑳乳幼児連れ利用者に配慮した設備、㉑視覚障害者誘導用
ブロックの項目を追加しています。）

①移動等円滑化経路※1　②敷地内の通路　③駐車場　④出入口※2　
⑤廊下等※3　⑥階段※4　⑦傾斜路※5　⑧エレベーター等※6　⑨便所
⑩浴室等※7　⑪ホテル又は旅館の客室　⑫客席　⑬標識　⑭案内設
備　⑮案内設備までの経路

一般都市施設整備基準の整備項目

建築物移動等円滑化基準の整備項目
(政令６条で項目が規定されています）

指定施設整備基準の整備項目

敷地内の通路、出入口６ 
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ホテルの例

7

　整備基準は、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」部分として利
用居室や利用居室へ至る経路、当該利用者が使用する便所・駐車場等に適用されます。
　例えば、下図のホテルの例では、レストラン、会議室など「不特定かつ多数の者が利用する居室」は、
「利用居室」として整備基準が適用されます。また、車いす使用者用客室など「主として高齢者、障害者等
が利用する居室」も、「利用居室」として整備基準が適用されます。さらに、これらの「利用居室」に至る
経路や当該利用者が使用する便所・駐車場等にも整備基準が適用されます。
　しかし、厨房、機械室、事務室、サービスルームなどは従業員が使用し、「不特定かつ多数の者が利用
し、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設」にはあたらないため、「利用居室以外」として、整備
基準の適用対象外となります。

23

整備基準の適用

(1) 整備基準の適用の範囲

① 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物の場合

会議室
機
械
室

レストラン

厨房

階段

会議室
事務室

階段

道等

駐車場
車いす使用者用
駐車施設

便　所

EV 車いす使用者用便房

配置図
(１階平面図)

授
乳
室

出入口 出入口 出入口 出
入
口

客室

２階平面図
客室

階段 車いす使用者用便房EV

便　所

車いす使用者用
客室

車いす使用者用
客室

サービス
ルーム

階段

客室客室

客室 客室

出入口

出入口

凡例

整備基準の適用範囲

利用居室

利用居室以外

移動等円滑化経路
案内設備までの経路
（視覚障害者移動等円滑化経路）

出入口

出入口

出入口

オストメイト用便房

オストメイト用便房

（フロント）

案内所

出入口 出入口

出
入
口

出
入
口

出
入
口

出入口

出入口

出入口出入口

出入口
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　事務所、工場、学校（特別支援学校を除く）、保育所、共同住宅等は、整備基準の各規定について、「不
特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という部分を「多数の者が利用す
る」に読み替えて整備基準が適用されます。（26ページ（参考2）読み替えに関する規定を参照してくださ
い。）
　なお、共同住宅では、居住者が共用で使用する集会室等や共用の便所、来客用駐車場等や、そこに至る経
路に整備基準が適用されるほか、各住戸までの経路にも移動等円滑化経路として整備基準が適用されます。

② 多数の者が利用する建築物の場合

事務所の例

道等

事務室 事務室

会議室会議室

機
械
室

階段

階段

階段 EV

会議室

事務室 事務室

事務室事務室 会議室

階段 EV

管理室

駐車場

車いす使用者用便房

車いす使用者用便房

出入口 出入口 出入口

出入口出入口

出入口 出入口 出入口

出入口

出
入
口

車いす使用者用
駐車施設

２階平面図

凡例

整備基準の適用範囲

利用居室

利用居室以外

移動等円滑化経路

便　所

便　所

出入口

出入口出入口

配置図
１階平面図

オストメイト用便房

オストメイト用便房
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　1,000㎡以上の複合施設については、各用途の共用部分に、「複合施設の指定施設整備基準」が適用され
ます。また、各用途が指定施設に該当する場合は、その共用部分に「当該指定施設の整備基準」も合わせて
適用されます。

③ 複合施設の場合

各用途のうち一部が指定施設に該当する場合

各用途が指定施設に該当しない場合

（参考１）施設の利用者に応じた用途の例

共同住宅等

共同住宅
寄宿舎

利用者

不特定

上記以外
（特定の者が利用）

主として高齢者、
障害者等

主として
視覚障害者

多
数
の
者
が
利
用

店舗・事務所

事務所

物販店舗
サービス業店舗
官公署

教育施設

特別支援学校

盲学校

上記以外の学校

福祉施設

老人福祉センター、児童厚生施設
身体障害者福祉センター
その他これらに類するもの

老人ホーム、福祉ホーム
その他これらに類するもの

点字図書館

保育所
許可外保育施設

※利用状況によって異なる場合があります。

複合施設の整備基準が適用

専有部分

共用部分

一般都市施設
用途 A

一般都市施設
用途 B

一般都市施設
用途 C

出入口

用途 A・B・Cの共用部分

専有部分

共用部分

一般都市施設
用途 A

一般都市施設
用途 B

指定施設
用途 C

出入口

用途 A・B・Cの共用部分

複合施設の整備基準と
指定施設の整備基準が適用

当該用途の
整備基準が適用
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法第14条第３項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象
規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等
が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第23条中「特別特定建築物」とあるのは「法第14条第
３項の条例で定める特定建築物」とする。

○バリアフリー法　施行令

第2５条 （条例で定める特定建築物に関する読み替え）

公立小学校等及び第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物に対する前条の規定の適用につ
いては、同条第３号及び第５号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す
る」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

○福祉のまちづくり条例

第23条 （公立小学校等及び条例で定める特定建築物に関する読み替え）

○福祉のまちづくり条例施行規則

　公立小学校等及び条例第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物におけるこ
の表の適用については、同表の規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障
害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

別表第1の2

（備考）２

　別表第１　１建築物の部２の項（令第５条第９号に規定するものを除く。）、９の項（同条第
１号に規定する特別支援学校を除く。）、10の項、18の項、26の項（同条第11号に規定する
ものを除く。）、30の項から32の項まで、34の項及び35の項に掲げる施設のこの表の規定の
適用については、この表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利
用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

別表第５

（備考）１

　別表第１　１建築物の部２の項（令第５条第９号に規定するものを除く。）、９の項（同条第
１号に規定する特別支援学校を除く。）、10の項、18の項、26の項（同条第11号に規定する
ものは除く。）、30の項、32の項まで、34の項及び35の項に掲げる施設のこの表の規定の適
用については、この表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用
する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

別表第11

（備考）

　別表第１　１建築物の部２の項（令第５条第９号に規定するものを除く。）、９の項（同条第
１号に規定する特別支援学校を除く。）、10の項、18の項、26の項（同条第11号の規定する
ものを除く。）、30の項から32の項まで及び34の項に掲げる施設については、備考19(3)及び
(5)中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるの
は、「多数の者が利用する」とする。

（備考）20

別表第９

26

(参考２)　読み替えに関する規定

第2４条 （公立小学校等に関する読み替え）

公立小学校等についての第11条から第13条まで、第1４条第１項、第17条、第18条第１項、第19条第1項
及び前条の規定（次条において「読替え対象規定」という。）の適用については、これらの規定中「不特定
かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」
と、前条中「特別特定建築物」とあるのは「第５条第一号に規定する公立小学校等」とする。

　条例第19条の規定により特別特定建築物に追加した特定建築物におけるこの表の適用につい
ては、同表の規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す
る」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

別表第1の４

（備考）２
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政令第23条
条例第22条、規則別表第９

27

(2 )  増築等（増築・改築・用途変更）の場合における
　　既存部分への適用について

　増築等をする場合は、以下の①～⑥の部分に整備基準が適用されます。

① 増築等に係る部分
　増築等を行う部分について、整備基準が適用されます。

⑤ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
　上記の者が利用する駐車場がある場合は、整備基準に適合した車いす使用者用駐車施設を設置する必要が
あります。

② 道等から増築等の部分にある利用居室までの１以上の経路
　増築等部分にある利用居室から道等までの経路を移動等円滑化経路として整備する必要があります
（※）。そのため、既存部分が移動等円滑化経路になる場合は、既存部分に整備基準が適用されます。（利
用居室までの１以上の経路を構成する出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地
内の通路に整備基準が適用されます。）

③ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

④ 車いす使用者用便房から増築等の部分にある利用居室までの１以上の経路
　増築等部分にある利用居室から車いす使用者用便房までの経路を移動等円滑化経路として整備する必要があ
ります（※）。この車いす使用者用便房は、増築等部分･既存部分どちらにあるものでも構いません。なお、
増築等部分に利用居室がない場合は、道等から車いす使用者用便房までの経路を整備する必要があります。

⑥ 車いす使用者用駐車施設から増築等の部分にある利用居室までの１以上の経路
　増築等部分にある利用居室から車いす使用者用駐車施設までの経路を移動等円滑化経路として整備する必
要があります（※）。なお、増築等部分に利用居室がない場合は、道等から車いす使用者用駐車施設までの
経路を整備する必要があります。

　増築等を行う階の数及び面積に応じて、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が
利用する便所の設置及び「車いす使用者用便房」の設置が必要になります。詳細については、「Ⅱ施設整備
マニュアル編」のP99-1～99-4を参照してください。また、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高
齢者、障害者等が利用する便所がある場合、そのうち1箇所以上は、「オストメイト用便房」を1以上設置す
る必要があります。
　既存部分に整備基準に適合した便所及び車いす使用者用便房、オストメイト用便房が無い場合は、既存便
所又は便房を整備基準に適合した便所又は便房に改修、又は増築等を行う部分に整備基準に適合した便所又
は便房を設ける必要があります。
　このように、既存部分にある便所又は便房に整備基準が適用される場合には、注意が必要です。

（※）利用居室が劇場等の客席である場合は、車いす使用者用経路を含みます。
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　増築等部分に利用居室がない場合でも、27ページ の③～⑥が適用される場合は、既存部分に整備基準
が適用されます。

増築等部分に利用居室がない場合

凡例

整備基準の適用範囲

利用居室

利用居室以外

移動等円滑化経路（道等から車いす
使用者用便房まで）

車いす使用者用便房

増築等部分既存部分

敷地内の通路

廊下等

利用居室以外
の居室

（増築等部分）

利用居室以外
の居室

（増築等部分）階段

利用居室
（既存部分）

駐車場

便　所

EV

出入口

出入口出入口

出入口

出
入
口

道等

車いす使用者用
駐車施設

注）増築等部分が別棟の場合も同様です。

オストメイト用便房

移動等円滑化経路（道等から車いす
使用者用駐車施設まで）

増築等部分に利用居室がある場合

注）増築等部分が別棟
      の場合も同様です。

車いす使用者用便房

増築等部分既存部分

敷地内の通路

廊下等

利用居室以外
  （増築等部分）

階段

利用居室
（既存部分）

利用居室
（増築等部分）駐車場

便　所

出入口

出入口 出入口

出
入
口

道等

車いす使用者用
駐車施設

E
V

出入口

出入口

オストメイト用便房

凡例

整備基準の適用範囲

利用居室

利用居室以外

移動等円滑化経路
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(3 )  大規模修繕等の場合における適用について
　建築物の大規模修繕等をする場合には、当該大規模修繕等に係る部分に限り、指定施設整備基準が適用
されます。（規則別表9　備考21　参照）。

(4 )  整備基準の項目の適用について
　整備基準の具体的な項目は22ページのとおりですが、これらの項目がどのように適用されるかについて
は、以下のとおりです。

■ 一般都市施設整備基準の適用について
　一般都市施設整備基準の整備項目は、指定施設以外の全ての一般都市施設に適用されます。

■ 指定施設整備基準の適用について
　指定施設整備基準の整備項目は、指定施設の用途及び規模に応じて、適用される項目が異なります。ま
た、増築等（増築、改築、用途変更、大規模修繕・模様替）の場合の整備項目を適用する規模の算定にお
いては、増築等の床面積の部分で算定します。（規則別表第９）詳しくは、28-2ページ～32ページをご
参照ください。

■ 建築物移動等円滑化基準の適用について
　建築物移動等円滑化基準の整備項目は、全てのバリアフリー法対象施設に適用されます。
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※26

※26

※26

※26

区分

用途に供する

部分の床面積

の合計

1

保健所、税務
署その他不特
定かつ多数の
者が利用する
官公署

2

老人ホーム、
保育所、福祉
ホームその他
これらに類す
るもの（認可
外保育施設を
除く。）

3

老人福祉セン
ター、児童厚
生施設、身体
障害者福祉セ
ンターその他
これらに類す
るもの

7 助産所

8 薬局

5
診療所（患者
の収容施設が
あるものに限
る。）

6
診療所（患者
の収容施設が
ないものに限
る。）

11

11

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

18

18

誘
導
設
備
等

○

○

○

○

○

1

1

移
動
等
円
滑
化
経
路

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2

2

敷
地
内
の
通
路

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※7

（※１、※19、※21）

○

○

○

※5
○

※5
○

○

※7
○

○

○

○

○

○

3

3

駐
車
場

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4

4

出
入
口

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※9

※2 ※３

○

○

○

○

○

○

※9
○

○

○

○

○

○

5

5

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※12

※20

○

○

○

※5
○

※5
○

○

※12
○

○

○

○

○

○

5

5

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

6

6

階
段

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※5
○

※5
○

○

○

○

○

○

○

7

7

傾
斜
路

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※7
○

○

○

※5
○

※5
○

○

※7
○

○

○

○

○

○

8

8

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

9

9

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

※17
○    

○

○

○

○

○

※17
○

○

○

○

○

○

9

9

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

10

10

浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

12

12

客
席
及
び
舞
台

○

○

○

○

○

○

○

○

13

13

標
識

※4

※4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

14

14

案
内
設
備

※4

※4

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

15

15

案
内
設
備
ま
で
の
経
路

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

16

16

情
報
伝
達
設
備
（
視
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

17

17

情
報
伝
達
設
備
（
聴
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

19

19

附
帯
設
備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

4 病院

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

規則別表９　建築物整備基準適用一覧
用途に供する部分の
床面積（増築、改築、
用途の変更、大規模
の修繕（建築基準法
第２条第14号に規定
する大規模の修繕をい
う。以下同じ。）又は
大規模の模様替（同
条第15号に規定する
大規模の模様替をい
う。以下同じ。）の場
合にあっては、当該
増築、改築、用途の
変更、大規模の修繕
又は大規模の模様替
に係る部分の床面
積）の合計
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区分

9

10
自動車教習所
その他これに
類するもの

11

12

博物館、美術
館又は図書館

博物館類似施
設その他これ
に類する施設

15

16

13

集会場（一の
集会室の床面
積が200㎡を
超えるものに
限る。）又は
公会堂

14

集会場（全て
の集会室の床
面積が200㎡
以下のものに
限る。）

銀行その他こ
れに類する
サービス業を
営む店舗

理髪店その他
これに類する
サービス業を
営む店舗

11

11

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

18

18

誘
導
設
備
等

1

1

移
動
等
円
滑
化
経
路

2

2

敷
地
内
の
通
路

3

3

駐
車
場

4

4

出
入
口

5

5

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

5

5

6

6

階
段

7

7

傾
斜
路

8

8

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

9

9

9

9

10

10

浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室

12

12

客
席
及
び
舞
台

13

13

標
識

14

14

案
内
設
備

15

15

案
内
設
備
ま
で
の
経
路

16

16

情
報
伝
達
設
備
（
視
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

17

17

情
報
伝
達
設
備
（
聴
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

19

19

附
帯
設
備

学校

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡未満

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

○ ○ ○
※12

○
※7

○
※7

○○ ○ ○ ○ ○○○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○

○○ ○ ○ ○ ○○○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
※13 

○
※13○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○○
※10

○
※10

○○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○

※5 ※5 ※5※5 ※4
○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○

※4

○○ ○ ○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○
※17

○
※4
○
※4

○ ○ ○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○
※4

○
※4

○○ ○ ○
※5

○
※5

○
※5

○
※5

○
※17

○
※4

○
※4

※2 ※３

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

※20

※20

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

○

用途に供する部分の
床面積（増築、改築、
用途の変更、大規模
の修繕（建築基準法
第２条第14号に規定
する大規模の修繕をい
う。以下同じ。）又は
大規模の模様替（同
条第15号に規定する
大規模の模様替をい
う。以下同じ。）の場
合にあっては、当該
増築、改築、用途の
変更、大規模の修繕
又は大規模の模様替
に係る部分の床面
積）の合計

整備項目

Ⅰ 

概 

要 

編

７ 

整
備
基
準
の
適
用

29



７ 

整
備
基
準
の
適
用

Ⅰ 

概 

要 

編

区分

公衆便所

飲食店

認可外
保育施設

百貨店、マー
ケットその他
の物品販売業
を 営 む 店 舗
（ 薬 局 を 除
く。）

11

11

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

18

18

誘
導
設
備
等

1

1

移
動
等
円
滑
化
経
路

2

2

敷
地
内
の
通
路

3

3

駐
車
場

4

4

出
入
口

5

5

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

5

5

6

6

階
段

7

7

傾
斜
路

8

8

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

9

9

9

9

10

10

浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室

12

12

客
席
及
び
舞
台

13

13

標
識

14

14

案
内
設
備

15

15

案
内
設
備
ま
で
の
経
路

16

16

情
報
伝
達
設
備
（
視
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

17

17

情
報
伝
達
設
備
（
聴
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

19

19

附
帯
設
備

クリーニング
取 次 店 、 質
屋、貸衣装屋
その他これら
に類するサー
ビス業を営む
店舗

劇場、観覧
場、映画館
又は演芸場

キャバレー、
料理店、ナイ
トクラブ、ダ
ンスホールそ
の他これらに
類するもの

体育館、水泳
場、ボーリン
グ場その他こ
れらに類する
運動施設

ホテル又は旅
館以外の宿泊
施設

遊技場

展示場

事務所

ホテル又は旅館

公衆浴場

17

18

20

19

21

22

24

26

27

28

29

30

25

23

全ての施設

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1,000㎡以上

1000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

300㎡以上
1,000㎡未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※5 ※5

※5

※5 ※5

※5 ※5 ※5 ※5

※14 ※14

※5 ※5 ※5 ※5

※4 ※4

※5 ※5 ※5 ※5

※5
※5
※11

※5
※11 ※5 ※16 ※18

※5 ※5 ※5

○ ※22
※23

※20

※20

※20

※2 ※３

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

整備項目

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※26

※24 ※24

○

用途に供する部分の
床面積（増築、改築、
用途の変更、大規模
の修繕（建築基準法
第２条第14号に規定
する大規模の修繕をい
う。以下同じ。）又は
大規模の模様替（同
条第15号に規定する
大規模の模様替をい
う。以下同じ。）の場
合にあっては、当該
増築、改築、用途の
変更、大規模の修繕
又は大規模の模様替
に係る部分の床面
積）の合計

※8

30



Ⅰ 

概 

要 

編

７ 

整
備
基
準
の
適
用

区分

11

11

ホ
テ
ル
又
は
旅
館
の
客
室

18
誘
導
設
備
等

1
移
動
等
円
滑
化
経
路

2
敷
地
内
の
通
路

3
駐
車
場

4
出
入
口

5
廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

5 6
階
段

7
傾
斜
路

8
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機

9 9 10
浴
室
又
は
シ
ャ
ワ
ー
室

12
客
席
及
び
舞
台

13
標
識

14
案
内
設
備

15
案
内
設
備
ま
で
の
経
路

16
情
報
伝
達
設
備
（
視
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

17
情
報
伝
達
設
備
（
聴
覚
障
害
者
の
安
全

か
つ
円
滑
な
利
用
に
必
要
な
設
備
）

19

181 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 12 13 14 15 16 17 19

附
帯
設
備

300㎡以上
1,000㎡未満

1,000㎡以上

31 工場 1,000㎡以上

34 共同住宅 1,000㎡以上

36 地下街

1,000㎡以上37 複合施設

35 寄宿舎 1,000㎡以上

300㎡未満

32
学習塾、華道
教室、囲碁教
室その他これ
らに類するもの

1,000㎡以上

33

自動車の停留
又は駐車のた
めの施設（一
般公共の用に
供されるもの
に限る。）

1,000㎡以上

○ ○ ○ ○
○

○ ○ ○ ○○ ○
○

※5 ※5 ※16 ※18 ※4 ※4
※5
※11

※5
※11

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○
※5

※5 ※16 ※18
※4 ※4※5

※11
※5
※11

※6 ※6 ※6※9 ※4 ※4
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

※6 ※6 ※6※9 ※4 ※4
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
※5
※15
※25

※5
※25

※5 ※5

○ ○ ○
○

○ ○
○

※12

※12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○
※5 ※5 ※16 ※18※9 ※4 ※4

※5
※11

※5
※11

※16
※5
※11

※5
※11※5 ※5

※5 ※5 ※5 ※5
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

整備項目

※20

※20

※2 ※３

廊
下
等

（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
を
除
く
。
）

便
所
（
子
育
て
設
備
の
規
定
に
限
る
。
）

※20

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

※18

※6 ※6 ※6※9 ※12 ※4 ※4※17

用途に供する部分の
床面積（増築、改築、
用途の変更、大規模
の修繕（建築基準法
第２条第14号に規定
する大規模の修繕をい
う。以下同じ。）又は
大規模の模様替（同
条第15号に規定する
大規模の模様替をい
う。以下同じ。）の場
合にあっては、当該
増築、改築、用途の
変更、大規模の修繕
又は大規模の模様替
に係る部分の床面
積）の合計

※8

※8

※8

※8

○印は、整備項目の欄に掲げるものが、当該各項に掲げる区分の建築物にそれぞれ適用されるものであることを示す。

表中の数字は、（上段：規則別表第５の整備項目番号　下段：規則別表第１の区分番号）を示します。

※1

便所の子育て設備の規定とは、９ 便所 (6) イ (ｱ) 及び (ｲ) をいう。※3

２ 敷地内の通路 (1) イ、５ 廊下等（1) イ、６ 階段 (1) オ及び７ 傾斜路 (1) エに規定する整備基準は、適用しない。

対象区分：７ 助産所（1,000 ㎡未満）、９ 学校（1,000 ㎡未満）、10 自動車教習所その他これに類するもの（1,000 ㎡未満）、12 博物館
類似施設その他これに類する施設（1,000 ㎡未満）、14 集会場（全ての集会室の床面積が 200 ㎡以下のものに限る。）（1,000 ㎡未満）、
18 認可外保育施設、24 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの、28 ホテル又は旅館以外の宿泊施設、
30 事務所、31 工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、33 自動車の停留又は駐車のための施設（一般公共の
用に供されるものに限る。）、34共同住宅、35 寄宿舎、37 複合施設

※5

２ 敷地内の通路 (1) イ、６ 階段 (1) オ及び７ 傾斜路 (1) エに規定する整備基準は、適用しない。

対象区分：36 地下街
※6

13 標識　及び 14 案内設備に規定する整備基準は、適用しない。ただし、これらの施設が標識及び案内設備を設ける場合にあっては、13 
標識及び 14 案内設備に規定する整備基準を遵守しなければならない。

対象区分：６ 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）（300 ㎡未満）、８ 薬局（300 ㎡未満）、９ 学校（1,000 ㎡未満）、10 自動車
教習所その他これに類するもの（1,000 ㎡未満）、30 事務所、31 工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36  
地下街、37 複合施設

※4

廊下等の子育て設備の規定とは、５ 廊下等 (2) キ及びクをいう。※2

２ 敷地内の通路 (1) イ及び７ 傾斜路 (1) エに規定する整備基準は、適用しない。

対象区分：６ 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）（300 ㎡未満）、８ 薬局（300 ㎡未満）、16 理髪店その他これに類するサービ
ス業を営む店舗（300㎡未満）

（備考）

※7

※8
対象区分：30 事務所、31工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36 地下街、37 複合施設

３ 駐車場に規定する整備基準は、機械式駐車場のみを設置する場合に限り、適用しない。

４ 出入口に規定する整備基準は、直接地上へ通ずる主要な出入口について適用する。

対象区分：６ 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）（300㎡未満）、８ 薬局（300㎡未満）、36 地下街、37 複合施設
※9

31



32

※11 ５ 廊下等 (2) イ及び６ 階段 (1) アに規定する整備基準は、適用しない。
対象区分：30 事務所、31工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35 寄宿舎、37 複合施設

※12

５ 廊下等 (2) キ及びク並びに９ 便所 (6) イに規定する整備基準は、当該施設が幼稚園の場合に限り適用する。

対象区分：９ 学校

※14 ５ 廊下等 (2) キ及びク並びに９ 便所 (6) イに規定する整備基準は、体育館及び水泳場にあっては、当該施設が一般公共の用に供される施設
である場合に限り適用する。

対象区分：26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設

※15 ６ 階段 (1) キからサまで及び (4) に規定する整備基準は、８ エレベーターその他の昇降機に規定する整備基準を満たしたエレベーター及び
その乗降ロビーを設置した場合に限り、適用しない。

対象区分：34 共同住宅

※16

※17

※18

※20

※19

※21

※22

※23

５ 廊下等に規定する整備基準については、同項 (2) オに限り適用する。

対象区分：６ 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）(300 ㎡未満）、８ 薬局 (300 ㎡未満）、16 理髪店その他これに類するサービス
業を営む店舗 (300㎡未満）、36 地下街

※13

９ 便所 (6) アに規定する整備基準は、適用しない。
対象区分：30 事務所、31工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、36 地下街、37 複合施設

建築物の増築又は改築（用途の変更をして指定施設にすることを含む。(1) において「増築等」という。）をする場合には、次に掲げる建築
物の部分（第２号、第４号又は第６号の経路が２以上ある場合にあっては、いずれか一の経路に係る部分）に限り、別表第５に規定する整備
基準を適用する。
　(1)　当該増築等に係る部分
　(2)　道等から (1) に掲げる部分にある利用居室までの経路（当該利用居室が不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者
          等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター
          その他の昇降機及び敷地内の通路
　(3)　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所
　(4)　(1) に掲げる部分にある利用居室（当該部分に利用居室が設けられていないときは、道等。(6) において同じ。）から車いす使用者用便
　       房（(3) に掲げる便所に設けられるものに限る。）までの経路（当該利用居室が不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
          障害者等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター
          その他の昇降機及び敷地内の通路
　(5)　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場
　(6)　車いす使用者用駐車施設（(5) に掲げる駐車場に設けられるものに限る。）から (1) に掲げる部分にある利用居室までの経路（当該利
          用居室が不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する客席である場合にあっては、車いす使用者用経路
          を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路

備考19(3) 及び (5) 中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

対象区分：17 公衆便所（別表第１ ３公園の部公園の項指定施設の欄に掲げる公園又は緑地に設けるものに限る。）

建築物の大規模修繕等（建築基準法第２条第 14 号に規定する大規模の修繕又は同条第 15 号に規定する大規模の模様替をいう。）をする場
合には、当該大規模修繕等に係る部分に限り、別表第５に規定する整備基準を適用する。

※24

９便所 (5) キに規定する整備基準は、適用しない。ただし、この施設が非常用呼出しボタンを設ける場合にあっては、９便所 (5) キに規定
する整備基準を遵守しなければならない。

対象区分：17 公衆便所（別表第１ ３公園の部公園の項指定施設の欄に掲げる公園又は緑地に設けるものに限る。）

９便所 (6) ア (ｲ) に規定する整備基準のうち汚物入れに係る規定は、この公園又は緑地を管理するものが常駐している場合を除き、適用し
ない。

対象区分：６ 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）（300 ㎡未満）、８ 薬局 (300 ㎡未満）、９ 学校（300 ㎡以上 1,000 ㎡未満）、
10 自動車教習所その他これに類するもの（300㎡以上 1,000㎡未満）、36 地下街（300㎡以上 1,000㎡未満）

９ 便所 (4)、(5) 及び (6) アに規定する整備基準は、適用しない。

対象区分：30 事務所、31工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35 寄宿舎、37 複合施設

８ エレベーターその他の昇降機に規定する整備基準は、階数が４以上（専ら倉庫、機械室その他これらに類するものの用に供する階を除く。）
の施設に限り適用する。

対象区分：30 事務所、31工場、32 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの、35 寄宿舎

この場合において、８ エレベーターその他の昇降機 (1) クに規定する整備基準は、エレベーターのかごの幅が 105cm 以上かつ、後方を確
認できる鏡を設置した場合に限り、適用しない。

対象区分：２ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの（認可外保育施設及び政令第５条第９号に規定するものを除く。）、
９ 学校（同条第１号に規定する特別支援学校を除く。）、10 自動車教習所その他これに類するもの、18 認可外保育施設、26体育館、水泳場、
ボーリング場その他これらに類する運動施設（同条第 11 号に規定するものを除く。）、30 事務所、31 工場、32 学習塾、華道教室、囲碁
教室その他これらに類するもの、34 共同住宅

15案内設備までの経路の中で、「歩道上から」とあるのは、「道等から」とする。
対象区分：5 診療所（患者の収容施設があるものに限る。）（1,000㎡未満）、6 診療所（患者の収容施設がないものに限る。）（1,000㎡未満）、
8 薬局（1,000 ㎡未満）、11 博物館、美術館又は図書館（1,000㎡未満）、13 集会場（一の集会室の床面積が200㎡を超えるものに限る。）
又は公会堂（1,000 ㎡未満）、15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗（銀行を除く。）（1,000 ㎡未満）、16 理髪店その他これ
に類するサービス業を営む店舗、19 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（薬局を除く。）（1,000 ㎡未満）、20 飲食店、
21 クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他こられに類するサービス業を営む店舗、22 劇場、観覧場、映画館又は演芸場（1,000㎡未満）、
23 遊技場、25 公衆浴場、26 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設、27 ホテル又は旅館、29 展示場

※25

５廊下等 (2) キ及びク並びに９便所 (6) イ（いずれも別表第 11 において準用する場合を含む。）に規定する整備基準は、風営法第 2 条第 1
項第 4号に規定する営業を行う施設については、適用しない。

※26

2敷地内の通路 (1) ウ (ｱ)f（6階段 (1) アにおいて準用する場合を含む。）に規定する整備基準は適用しない。

対象区分：34共同住宅

※10 ５ 廊下等（(1) イ及び (2) エを除く。）及び６ 階段（(1) オを除く。）に規定する整備基準は、適用しない。

対象区分：15 銀行その他これに類するサービス業を営む店舗（300㎡未満）

７ 

整
備
基
準
の
適
用

Ⅰ 

概 

要 

編



33

別表９の整備項目を適用
する規模の算定方法の

具体例
凡例

飲食店・物販店舗の対象規模：各々300㎡以上条件

敷地
建築物

：指定施設の判定のための対象規模の算定範囲

：別表９の整備項目を適用する規模の
　算定範囲

規則別表９の整備項目を適用する規模の算定方法の具体例

増築の場合
例えば、飲食店を増築する場合は以下のように算定します。

１棟・1用途の場合：指定施設において事前協議の対象となる規模の算定は、既存部
　　　　　　　　　　分も含めた床面積の合計で算定します。
                              規則別表９に掲げる整備項目を適用する規模の算定は、増築等
　　　　　　　　　　部分の床面積で算定します。

パターンⅠ

飲食店
200㎡

飲食店
200㎡ 400㎡

200㎡
既存部分 増築部分

指定施設の
判定規模

別表9の整
備項目適用
の判定規模

事前協議の対象

別表９の整備項目の
適用なし

１棟に複数の用途がある場合：飲食店の専有部分を増築する場合
　　　　　　　　　　　　　　指定施設は、専有部分の床面積（増築部分＋既存部分）
                                          と共用部分の床面積を按分して加えた床面積で対象規
                                          模を算定します。
　　　　　　　　　　　　　　規則別表９に掲げる整備項目を適用する規模の算定は、
                                          増築等部分の床面積で算定します。

パターンⅡ

飲食店

（専有部分）　  （共用部分）
400㎡+100㎡

（増築部分のみ）
200㎡飲食店

200㎡

100㎡

共用部分150㎡
（2 : 1 に按分）

50㎡

飲食店
200㎡

物販店舗
200㎡

出入口

既存部分増築部分

指定施設の
判定規模 事前協議の対象

別表９の整備項目の
適用なし

同一敷地内に、別棟で増築する場合の算定も同様です。事前協議の対象となる規模の判定には既存棟
の床面積を含めて算定しますが、別表９の整備項目の適用にかかる規模の判定には、既存棟は含まず、
増築棟の床面積で算定します。

別表9の整
備項目適用
の判定規模

増築等（増築、改築、用途変更、大規模修繕・模様替）の場合、別表9の整備項目を適用する規模の
算定においては、増築等の部分のみの床面積で算定します。なお、算定した結果、適用しない規模の
増築等であっても、事前協議は必要です。

※ この場合、整備項目の適用がないことを確認するための事前協議は必要です。

※ この場合、整備項目の適用がないことを確認するための事前協議は必要です。
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34

適用除外の考え方

「整備基準の遵守（ただし書き）」 条例第26条

　条例第26条では、一般都市施設整備基準及び指定施設整備基準の遵守義務については、「（略）ただし、
これらの整備基準を遵守する場合と同等以上に高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用することができる場
合又は一般都市施設の規模、構造、地形の状況等により、これらの整備基準を遵守することが困難であると
市長が認める場合にあっては、この限りでない。」と規定しています。

(1 )  ただし書き・許可による適用除外

「適用除外」 条例第24条

　条例第24条では、建築物移動等円滑化基準の適用除外については、「（略）市長がこれらの規定によるこ
となく高齢者、障害者等が特別特定建築物を円滑に利用できると認めて許可した場合又は建築物若しくはそ
の敷地の形態上、建築物の構造上、利用の目的上その他の理由によりやむを得ないと認めて許可した場合
は、適用しない。」と規定しています。
　なお、バリアフリー法で定められている規模の特別特定建築物（政令第５条、2,000㎡以上）について
は、バリアフリー法で定められた規定（政令の規定）を、本許可により適用除外とすることはできません。

　整備基準については、適用除外とすることができる規定があります。いずれも特殊な場合に限定されます。８ 

適
用
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外
の
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(2 )  類似の用途間における用途変更の適用除外

　バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の附則において、建築物移動等円滑化基準に限り、既存建築物
を類似の用途間で用途変更する場合は建築時の整備基準が適用されることが規定されています。
　なお、類似の用途間とは、次の各号の中での用途変更となります。

① 病院又は診療所（患者の収容施設があるものに限る。）

② 劇場、映画館又は演芸場

③ 集会場又は公会堂

④ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

⑤ ホテル又は旅館

⑥ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
  （主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。）

⑦ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

⑧ 博物館、美術館又は図書館

① 改正ハートビル法施行日(平成15年4月1日)より前に建築された場合
　 ⇒ 整備基準は適用されません。

② 改正ハートビル法施行日後バリアフリー法施行日(平成18年12月20日)より前に建築された場合
　⇒ 改正ハートビル法･ハートビル条例の規定が適用されます。

③ バリアフリー法施行日後改正福祉のまちづくり条例施行日(平成26年1月1日)より前に建築された場合
　⇒ バリアフリー法･建築物バリアフリー条例の規定が適用されます。

④ 改正福祉のまちづくり条例施行日後に建築された場合
　⇒ バリアフリー法･改正福祉のまちづくり条例の規定が適用されます。

　既存建築物を類似の用途間で用途変更する場合、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の附則に、法
律又は条例の改正時期と建築物の建築等がされた時期との前後関係により、当該建築物に適用される基準が
異なることが規定されています。
　具体的には以下のとおりとなります。

法附則第4条、政令附則第4条、条例附則第７項

改正ハートビル法施行
（平成15年4月1日）

バリアフリー法施行
（平成18年12月20日）

改正福祉のまちづくり条例施行
（平成26年1月1日）

① 建 築 用途変更

用途変更

用途変更

用途変更

適用される
整備基準

なし

改正ハートビル法
ハートビル条例
バリアフリー法
建築物バリアフリー条例

バリアフリー法
改正福祉のまちづくり条例

② 建 築

③ 建 築

④ 建 築
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36

手続き

(1) 手続きの流れ
　手続きの流れは、次の通りです。

条例第28条～32条

※1 事前協議書の提出時に表示板交付基準に適合している旨を申し出てください。

指導・助言

確認申請書受理

設計図作成

設計変更

確認申請書作成

工事着工・施工

工事完了届出書受理

内容審査

確認済証交付

検査

検査済証交付

検査

整備基準適合証交付

事業開始

計画立案計画立案

事前相談

「合理的配慮の提供」に
関するチェックリスト受理
（健康福祉局福祉保健課）

申込番号を付与

「合理的配慮の提供」に
関するチェックリスト
確認・署名⇒電子申請

＜施設管理者＞
事業者・建築主

＜建築士＞ ＜横浜市＞
建築局

内容審査

＜検査機関＞

指定施設新設等
事前協議書受理

合理的配慮
チェックリスト
確認・署名

指定施設新設等
事前協議書作成

（申込番号を記載）

協議終了通知書交付

工事完了届出書作成
及び完了検査申請書 完了検査申請書受理

表示板交付　※１整備基準適合証受領
表示板受理
検査済証受領

書類受理・表示板掲示

事
前
協
議
書

の
提
出
期
限
P.37

指定確認検査機関等

「合理的配慮の提供」に
関するチェックリストの
電子申請先〈QRコード〉

https://shinsei.city.yokohama
.lg.jp/cu/141003/ea/residents
/procedures/apply/9f921de5-
67d0-4674-ade8-c37685e5f6
9a/start

９ 

手
続
き
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(2 )  各手続きについて

① 「合理的配慮の提供」に関するチェックリストについて

ア. 指定施設新設等（変更）事前協議書＜第１号様式＞
 条例第28条第１項の規定に基づき、指定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の
模様替を行おうとする指定施設整備者は、事前協議が必要となります。次の期限までに事前協議書（第
１号様式）を提出してください。

イ. 指導・助言、協議終了通知書の交付
 指定施設新設等（変更）事前協議書について、整備基準に照らし合わせて内容の審査を行います。その
過程で指導・助言を含め指定施設整備者と協議を行います。届出書ではなく協議書としたことは、条例第
４条各項に規定した事業者の責務にあるとおり、横浜市と指定施設整備者との合意に基づき施設整備を進
めることによります。

ウ. 建築基準法に基づく確認申請
 バリアフリー法対象施設は、建築確認における審査対象となり、事前協議の有無に関わらず、建築確認
申請において、「建築物移動等円滑化基準」の適合について審査します。なお、具体的な審査方法や申請
に必要な図書などについては、建築確認申請の提出先にご確認ください。

※事前協議書の提出前に「事前相談」を必要に応じて行っていますので、横浜市役所協議担当課（以下、
協議担当課）へお問い合わせをお願いします。特に、大規模施設（建設の構想から確認申請に至るまで
の間が複数年を要するもの）にあっては、数回の事前相談を予定しています。

※条例第32条に規定する「表示板」の交付を受けようとする場合は、施行規則別表第11に定める「表示
板交付基準」に適合する必要があります。

用途に供する部分の床面積の合計 事前協議書の提出期限

1,000 ㎡以上の指定施設
（建築確認が必要なものに限る）

建築確認申請をしようとする日の
　　　　　　　　　　　　　40日前

1,000 ㎡未満の指定施設
（建築確認が必要なものに限る）

建築確認申請をしようとする日の
　　　　　　　　　　　　　30日前

上記以外の指定施設 工事に着手しようとする日の
　　　　　　　　　　　　　30日前

② 事前協議書等について

 事前協議を実施する前に、「合理的配慮の提供に関するチェックリスト」を横浜市電子申請・届出シス
テムから提出してください。
　提出後、システムに表示される申込番号は、指定施設新設等（変更）事前協議書に転記が必要となり
ます。チェックリストは、横浜市電子申請・届出システムまたは横浜市ホームページからダウンロード
してください。
　なお変更協議の際は、不要です。
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ア. 工事完了届出書＜第3号様式＞
条例第29条の規定に基づき、指定施設整備者は、当該協議に係る工事を完了したときは、速やかに第3号
様式により工事完了届出書を提出してください。

イ. 完了検査等
現地で完了検査を行う指定施設は次の施設です。
　※工事完了届出書の提出前に、協議担当課へご連絡をお願いします。

○表示板交付予定施設

一般都市施設を含み、表示板交付基準に適合しているものを検査します。

ウ．建築基準法に基づく完了検査

バリアフリー法対象施設は、建築確認における検査対象となります。具体的な検査方法や検査
申請に必要な図書などについては、完了検査申請先にご確認ください。

○指定施設（新築又は増築等（増築・改築・用途変更）などを行った建築物うち、下記の用途に
　供する部分の床面積の合計が1,000 ㎡以上の施設）

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署／老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これ

らに類するもの／老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの／

病院／診療所／助産所／学校／博物館、美術館又は図書館／集会所又は公会堂／銀行その他これに類する

サービス店舗を営む店舗／理髪店その他これに類するサービス業を営む店舗／クリーニング取次店、質屋、

貸衣装屋その他これらに類するサービス行を営む店舗／百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗／

飲食店／劇場、観覧場、映画館又は演芸場／遊技場／キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールそ

の他これらに類するもの／公衆浴場／体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設／ホテ

ル又は旅館／展示場／地下街

③ 完了検査等について

⑤ 表示板の交付
　表示板とは、条例第32条の規定に基づき、表示板交付基準に適合している施設について交付するもの
です。
　だれもが利用しやすい施設整備がなされているということが施設利用者にわかるように、規則に定められ
た形式の表示板を施設の見やすい箇所に掲示します。表示板の交付を受けたい場合には、車いす使用者等の
利用にさらに配慮した表示板交付基準を遵守することになります。（表示板交付基準 183ページ参照）

　適合証とは、条例第31条の規定に基づき整備基準に適合していると認めることを証する証票（第４号及び
第５号様式）です。
　工事完了届出書の提出、完了検査の結果を踏まえ、指定施設が指定施設整備基準に適合していると認める
ときは、指定施設整備基準適合証を交付します。
　また、指定施設以外の一般都市施設を所有し、管理している場合、一般都市施設整備基準に適合させたと
きは、一般都市施設整備基準適合証を交付します。また、一般都市施設を指定施設整備基準に適合させたと
きは、指定施設整備基準適合証を交付します。

④ 適合証の交付
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10 参考

　建築物等を計画・設計する際に配慮すべき利用者として以下のような方々があげられます。建築物の計
画・設計に際しては、必要に応じてこのような利用者の意見を反映させることが望まれます。また、このよ
うな利用者を介助する人の存在も考慮した計画を十分に検討してください。
　次ページ以降、各々の障害の特性や留意事項についてまとめていますので、計画・設計の際に参考として
ください。

高齢者・障害者等の行動特性に配慮した各部寸法の考え方

（9）高次脳機能障害者

（10）知的障害者

（11）精神障害者

（12）発達障害者

（13）乳幼児・妊産婦

身
体
障
害
者 （6）視覚障害者

（7）聴覚障害者

（8）内部障害者

対　象　者

（1）高齢者

参　考　ペ　ー　ジ

42ページ ～ 43ページ

44ページ ～ 47ページ

49ページ ～ 50ページ

53ページ

54ページ

40ページ

40-１ページ

48ページ

51ページ

52ページ

（2）認知症高齢者

（3）杖使用者

（4）車いす使用者

(5）上肢障害者

肢
体
不
自
由
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　かごを備えたフレームの下に車輪が付き、かごの蓋が腰掛け

として利用できる歩行補助具です。屋外で使用し、腰掛けに使

用する場合は駐車ブレーキ付きを選択します。折りたたみが可

能なものと不可能なものがあります。前輪上げは難しく、段差

を越えることはできない場合が多いため環境に対する配慮が必

要です。

《出典》 財団法人テクノエイド協会「福祉用具の選び方使い方情報」

シルバーカー
コ ラ ム
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(1 )  高齢者

　加齢に伴い、足腰等が弱くなり、動作がゆっくりになったり、長距離の歩行や階段等を利用することに困
難が生じたりします。また、視力や聴力などの感覚機能の低下も伴うことがあります。このようなことか
ら、情報を的確に理解しにくくなり、危険の回避等への即応や新しい機器類への順応が難しくなります。

特 性

○ 休憩できる場所や階段等への手すりの設置、安全に留意します。
○ 情報提供機器類の操作性は単純に、音声と視覚による案内を持つ構造に留意します。
○ わずかな段差もできないよう留意します。また床材は、滑りにくいものを使用しますが、滑りにくすぎて
　 もつまずきの原因になることも考慮します。

留 意 事 項
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留 意 事 項
○ 建築物等の認識や理解を助けるため、動線や配置を分かりやすくします。
○ 不必要な情報をなくし、情報量を減らすなどの工夫とともに、人的サポート等のソフト面での対応が必要
　 です。
○ 建物の案内や表示において、端的な言葉やピクトグラム、矢印などのサインや色分けを活用するなどの工
　 夫が必要です。
○ 安全な環境づくり（強化ガラス、飛散防止フィルム、施錠の工夫、防音の工夫等）が求められます。
○ リラックスできる環境づくりが求められます。また休憩できる場所を設けるよう留意します。

41

特 性

(2 )  認知症高齢者

　認知症は、誰もがなり得る脳の病気です。認知症とは、色々な原因で脳の細胞が死んでしまったり、働き
が悪くなったために様々な障害が起こり、生活する上で支障が出ている状態を指します。加齢とともに発生
する割合が増加しますが、65才未満の方が発症することもあります。

特 性

脳の細胞が死ぬ

中核症状
記憶障害　見当識障害　理解・判断力の障害
実行機能障害　その他

行動・心理症状
不安・焦燥　うつ状態　幻覚・妄想
徘徊　興奮・暴力　不潔行為　その他

【本人の健康状態、周囲の人の対応の仕方、
　環境の変化などによって起こる症状】

周辺症状
・道に迷って家に帰れない
・トイレで失敗する
・保管したものを忘れ、誰かが盗ったという
・イライラして、大声を出したり、暴れたり
　する など

【病気が原因で起こる症状】

中核症状
・覚えられない、忘れてしまう
・時間や場所の感覚がわからない
・考えるのに時間がかかる
・一度にいろいろなことができない
   など

性格・素質 環境・心理状態
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　歩行が不安定な人や階段を上り下りすることが難しい人がいます。杖は、歩行が困難な人の歩行能力を改
善するための福祉用具です。歩行時のバランスの調整や歩行パターンの矯正、スピードや持続力の改善を目
的としています。

特 性

○ 杖の振り幅があるため、出入口の幅員などに留意します。
○ 杖の底面が小さいので排水溝の蓋の構造に留意します。
○ わずかな段の乗り越えが困難であり、つまずきやすいので不要な段差は設けないよう留意します。
○ 平たんな路面でも、つまずきやすいので路面仕上げなどに留意します。
○ 休憩できる場所を設けるよう留意します。
○ いすから立ち上がる時のために、座面の下に足を引くスペースや肘掛けを設けるよう留意します。

留 意 事 項

(3 )  杖使用者

動 作 寸 法

１本杖を片側 １本杖を両側 ロフストランド
クラッチ

松葉杖 松葉杖の移動寸法

杖使用者の通路幅員の目安（杖使用時に要する幅）

杖使用者の介助方法

コ ラ ム

　片マヒがある人の歩行介助は、対象者の杖を持って

いない側（マヒしている側）に立ちます。対象者の歩

行が不安定な場合は介助ベルトを使用したり、ズボン

をしっかり持ちます。

　階段での介助方法は、対象者がバランスを崩しても

支えられるように、介助者は対象者の１段下に立ちま

す（昇りも降りも同様）。
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松葉杖使用者と歩行者の

すれ違い寸法

：140cm

松葉杖使用者と車いす使用

者のすれ違い寸法

：185cm

①

②

○松葉杖使用時に要する幅（95cm）
に人の歩行に要する幅（45cm）
を加えたものです。

○松葉杖使用時に要する幅（95cm）
に車いす使用者が出入口等を通行
しやすい幅（90cm）を加えたも
のです。

杖使用者のすれ違い寸法

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

杖の種類
杖はその用途により様々な種類に分けられます。杖の長さは使用者の歩行能力と体格に合わせて調整します。

《出典》 財団法人テクノエイド協会　「福祉用具プランナーテキスト福祉用具総論」

T字型杖 前腕固定型杖
（ロフストランドクラッチ）

松葉杖多脚型杖
（多点杖）

　虚弱高齢者や慢性関節リ
ウマチ者も使いますが、脳
血管障害による片マヒ者に
多く使われます。プッシュ
ボタン式により、障害の程
度やそのときの身体機能の
状態によって杖の長さを変
えることができるものもあ
ります。

　脳血管障害による片マヒ
者に多く使われます。杖先
が3脚から5脚に分かれ、支
持面積が広く安定している
ため、杖に体重を十分に負
荷して足を運ぶことができ
ます。

　下肢の骨折、片足切断、
対マヒ、股関節症、膝関節
症などによる障害者に使わ
れます。支柱に握り（グリ
ップ）部分と、上部に前腕
で支持するためのカフ部分
があります。前腕で支持す
る構造であるため握力の弱
い分を補ったり、杖による
支持性を与えています。

　腋当てが付き、腋を締め
ることと手で体重が支える
ことができる杖です。

動 作 寸 法

コ ラ ム
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　下肢または四肢にマヒがあり、車いすを使用しています。段差や急な斜面は、自力で上がり下りできない
場合や高いところや低いところにあるものを取り出したり、操作することに困ることがあります。
　また車いすは、大きく分けて手動車いすと電動車いすがあります。手動車いすは自ら駆動、操作する自走
用と介助者が操作する介助用に分かれます。電動車いすも同様に自操用と介助用に分かれます。ここでは手
動車いすと電動車いすともに自ら駆動、操作することを前提とします。

特 性

○ 床面に段差があると乗り越えることができません。
○ 床面は移動の際に振動を少なくするため、平坦な仕上げに留意します。
○ 車いすから便座への移乗など、乗り移りの行為には、体を支えるための手すりや、乗り移る側の設備の高
　 さに留意します。
○ 棚などを設置する場合、手が届きやすい高さや位置などに留意します。
○ 電動車いすの場合は、上記に加え、特に電動車いすの高さ、スペースに配慮します。また、車いすをコン
トロールするレバーやボタンなどの操作ボックスがあるので、ドアの取っ手などの突起物がぶつからない
よう配慮します。

○ ハンドル形電動車いすの動作寸法や出入口等や通路等に必要な幅は、電動車いす（自操用標準形）よりも
大きくなります。

(4 )  車いす使用者

車いすの全幅
：70cm

車いす使用者が通過する
ことができる最小幅
：80cm

①

②

○手動車いすの全幅は JIS 規格
（JIS T 9201）で最大値を 70cm
としています。
○電動車いすの全幅はハンドル形も
　含め、JIS規格（JIS T 9203）で
　最大値を70cmとしています。
○ハンドル形電動車いすの全幅は、
　JIS規格（JIS T 9208）で最大値
　を70cmとしています。

○手動車いすの車輪の外側に取り付
　けられているハンドリムを手で回
　転させる動作に必要な幅（＝両肘
　幅 10cm）を手動車いすの全幅
　（70cm）に加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを
　操作するための幅員に留意します。
○電動車いすも、全幅（70cm）に
　余裕幅（10cm）を加えた幅が必
　要です。

出入口等

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

80cm

70cm

留 意 事 項

動 作 寸 法
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車いす使用者が出入口等
を通過しやすい幅
：90cm

③

○車いす使用者が出入口等を通過する
ことができる最小幅（80cm）に移
動の際の余裕幅（10cm）を加えた
ものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

通路等

車いす使用者が傾斜路を
通行することができる幅
：100cm

①

②

③

④

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

○傾斜路では、スピードを調節するた
め余裕幅が大きくなり、そのための
余裕幅（10cm）を車いす使用者が
出 入 口 等 を 通 過 し や す い 幅
（90cm）に加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。
○手動車いすの場合、傾斜路では勾配
がきつい場合や、距離が長い場合な
どは負担が大きくなります。

車いす使用者が通路等を
通行しやすい幅（車いす
使用者と横向きの人がす
れ違うことができる幅）
：120cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい幅（90cm）に横向きの人が通
れる幅を加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

車いす使用者が歩行者と
対面で最低限すれ違うこ
とができる幅
：135cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい 幅（90cm）に人の歩行に要
する幅（45cm）を加えたものです。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

車いす使用者同士が対面
ですれ違うことができる
幅
：180cm

○車いす使用者が出入口等を通行しや
すい幅（90cm）を 2 倍にしたもの
です。
○手動車いすの全幅＋ハンドリムを操
作するための幅員に留意します。

120cm

135cm

180cm

100cm

90cm
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（参考） 介助犬使用者が通路等を
通行しやすい幅
：120cm

○手動車いすの全幅（70cm）に介

　助犬の幅（40cm）と余裕幅（10

　cm）を加えたものです。

手動車いす使用者が車軸
中央を中心に90度方向
転換することができる最
小寸法
：135cm

○車いす使用者が 90 度方向転換す
るために要する最小スペースで
す。
○車いすは床面との支持が車輪と
キャスターで行われているので方
向を変える際に一定のスペースが
必要となります。

介
助
犬
使
用
者

方向転換（転回）

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

②

ハンドル形電動車いす使
用者が通路等を直角に曲
がるために通行すること
ができる最小寸法
：120cm

○ハンドル形電動車いす使用者が直
角に曲がるために要する最小スペー
スです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

④

手動車いす使用者が車軸
中央を中心に180度方向
転換（転回）することがで
きる最小寸法
： 140cm

○手動車いす使用者が 180 度方向
　転換（転回）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

手動車いす及び電動車い
す使用者が、通路等を直
角に曲がるために通行す
ることができる最小寸法
：90cm

①

③

○車いす使用者が直角に曲がるため
　に要する最小スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

135cm

135cm

110cm

90°

11
0c
m
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⑦

電動車いす使用者が360
度方向転換（回転）するこ
とができる最小寸法
： 180 cm

○電動車いす使用者が 360 度方向
　転換（回転）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは、床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。

⑧

ハンドル形電動車いすが
360度方向転換（回転）す
ることができる最小寸法
：不特定

○実際に市販されている一般的なハ
　ンドル形電動車いすは機種によ
　り必要とする幅が異なります。

手動車いす使用者が片側
の車輪を中心に360度方
向転換（回転）することが
できる最小寸法
： 210 cm

⑥

○片マヒにより片手片足で操作する
　車いす使用者が、360 度方向転換
　（回転）するために要する最小ス
　ペースです。

⑤

手動車いす使用者が360
度方向転換（回転）するこ
とができる最小寸法
： 150cm

○手動車いす使用者が 360 度方向
　転換（回転）するために要する最小
　スペースです。
○車いすは床面との支持が車輪と
　キャスターで行われているので方
　向を変える際に一定のスペースが
　必要となります。
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手の届く範囲

動作寸法 寸法の考え方と留意事項

②

車いすに乗ったまま側方
に手が届く範囲
：70～ 80 cm

○物をつかむ動作では到達範囲がさ
　らに短くなります。
○座位で移動するので視点が低く、
　また、手の届く範囲が限られてい
　るため、設備機器や案内表示など
　の高さに留意します。
○扉などを押したり、手前に引いた
　りする行為には困難が伴います。

車いすに乗ったまま前方
に手が届く範囲
：60～ 65 cm
車いすに乗ったまま上方
に手が届く範囲
：140 cm程度

①

○物をつかむ動作では到達範囲がさ
　らに短くなります。
○座位で移動するので視点が低く、
　また、手の届く範囲が限られてい
　るため、設備機器や案内表示など
　の高さに留意します。
○扉などを押したり、手前に引いた
　りする行為には困難が伴います。

※年齢や障害部位等により動作寸法は変わります。

46
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《参考文献》 JIS（日本産業標準調査会）、福祉住環境コーディネーターテキスト、補装具と日常生活用品（厚生労働省）

介助用標準形車いす自走用標準形車いす

折りたたみ式で大車輪が後方にあります。後輪に自走用
のハンドリムがついています。JIS T9201-2016に規定さ
れています。

介助による操作と狭い場所での取り回しに配慮している
ため、駆動用のハンドリムがなく、一般的に後輪が12～
18インチとコンパクトな車いすです。

リクライニング式車いす 標準形電動車いす

座位変換形車いすの一種。自走または介助用車いすに、背
もたれが後方へ傾斜したり、レッグサポートが挙上するな
どの機能を備えた車いすです。

フレームにバッテリーと電動モーターを搭載した車いす
で、ジョイスティックレバーで操作する標準形電動車いす
です。自走用に比べると重量も重く回転半径も大きいで
す。

前輪に連動したハンドルとアクセルレバーで操作するハン
ドル形電動車いすです。手動の車いす操作の耐久性がない
人が効率的かつ安全に移動するために利用しています。

手動車いすに電動ユニットを取り付ける簡易形電動車いす
です。電動力走行・手動力走行を切り替え可能な切替式
と、駆動人力を電動力で補助することが可能なアシスト式
があります。

ハンドル形電動車いす（電動三輪・四輪車いす） 簡易形電動車いす

様々な車いす
コ ラ ム

47
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　腕・手・指などの上肢の機能が十分ではなく、ドアや扉の開閉、水道の蛇口の操作など力が必要な動作が
苦手です。

特 性

○ 少ない力で開閉が可能になる軽いドアなど開閉操作のしやすさに留意します。
○ 水栓金具やドアノブなどは握らなくてもすむように自動式、レバー式または棒状の取っ手にするなど形
状に留意します。（ドアノブの例：77ページ参照）

○ 棚などを設置する場合、手が届きやすい高さや位置などに留意します。
○ スイッチ類は押しやすいような大きさや形状などに留意します。

(5 )  上肢障害者

　関節リウマチ等で指の関節に炎症をおこしていたり、あるいはレバーなどを握る力が弱い人の場合には、水

栓金具や扉の取っ手の操作が困難な場合があります。手指に機能低下がある人の場合には、自動式が最も望ま

しいです。取っ手を設ける場合には、レバーハンドルの方が手首全体で操作ができるため、関節の動作の負担

を最小限にすることができます。

留 意 事 項

上肢障害者の特徴

コ ラ ム
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　視覚障害者というと全盲者と思いがちですが、残存視力のある人（ロービジョン・視野障害等）の方も
多くみられます。視覚障害者に対する建築計画は、全盲の方に対応するばかりではなく、残存視力のある人
にも十分配慮する必要があります。

特 性

(6 )  視覚障害者

階段裏へのもぐり込みや壁面からの突起物などに留意します

40cm40cm

120cm

※視覚障害者誘導用ブロックの側方を歩く場合もあります。
※線状ブロックは、壁面沿いに、壁から50～60cm離して敷設します。

白杖使用者の歩行幅員
（線状ブロック付き）

○ 全盲者は、視覚以外から得られる情報を活用して目的の場所に移動します。最も有効な情報提供手段は人
　 による案内です。その施設の案内所などまでは、音声案内装置や視覚障害者誘導用ブロック等の聴覚と触
　 覚を利用した誘導設備を確保します。
○ 人がいる案内所がない場合や、再訪時等に一人で移動できるように、出入口、廊下、階段、エレベータ
　 ー、便所、部屋の入口などに、音声案内装置、点字、浮き出し文字などによる情報提供が必要です。
○ 白杖と靴底の感覚によって移動するため、床面の状態は把握できますが、壁面からの突出物等はほとんど
　 把握できないため、階段裏へのもぐり込みや突出看板などの高さや構造に留意します。
○ 残存視力のある人に配慮して、文字の大きさや周辺の地色との区別、照明などに留意します。色の組み合
　 わせ等は、色覚障害者にも配慮したものとします。
○ 標識等は、高い位置だけでなく目の高さなど弱視者が見やすい位置にも設置します。
○ 照明は逆光又は反射グレアが生じないようにします。
　 ※グレアとは必要な照度が維持されていても、周囲との輝度比で見えにくくなる現象のことです。　
○ 事前の情報提供手段として、施設のwebサイトをJIS X8341-3に準拠し、高齢者や障害者にも利用しや
　 すいようアクセシビリティを確保することも重要です。
○ 施設案内を音訳・点訳して提供することも施設の利用しやすさにつながります。

留 意 事 項

動 作 寸 法
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盲人安全杖　普通用 盲人安全杖　携帯用

《出典》財団法人テクノエイド協会『補装具・日常生活用具給付等ガイドブック』

　白い杖（白杖）は、世界中で使用されおり、前方の状況などを確認するために使うとともに、周囲の人
に見えないことを知らせるためにも使います。なお、身体障害者手帳に該当する視力障害者 ( 視野障害者も
含む ) の携帯義務となっています。
　主体はグラスファイバー、木材、軽金属などのものがあり、白色もしくは黄色の塗装もしくは加工がさ
れています。先端の石突は耐摩耗性合成樹脂もしくは高力アルミニウム合金製です。光材やフラッシュラ
イトなどの夜光装置、ベル、ゴムグリップなどの付属品があります。

視覚障害者の
一般的な誘導方法

　同じ方向を向き、白杖をついていない側、または盲導犬を連れて
いない側に立ちます。身長差に応じて、肘または肩などをつかんで
もらい、常に二人分の幅を確保しながら一歩先を歩きます。階段等
の段差も同様です。ただし、個人差があるため、どのように誘導す
ればよいかは、本人に確認してください。

〈誘導の基本姿勢〉

白杖について
コ ラ ム
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　耳が聞こえない、または聞こえにくい障害です。音声言語によるコミュニケーションが難しいため、情報
の送受に支障をきたし、情報が不足しがちです。特に緊急時の情報不足は大きな問題です。
　聴力損失の程度や失聴の時期、教育環境などの違いによって、手話や筆談などコミュニケーション手段が
異なります。

特 性

○ 外見から身体的に障害がどこにあるか分かりにくいので、困っている状況が周囲の人に伝わりにくいです。
○ 視覚による情報伝達の配置等は、人の行動に合わせ連続的に整備するよう留意します。
○ 緊急時等では、視覚によるほか振動などにより当事者へ伝達できるよう留意します。
○ 視覚による設備機器類のほか、情報伝達をより正確に行えるよう筆談やUDトークなどを用意します。
○ 足音が聞こえないため、出会い頭に人と衝突することがあります。このため階段の踊場など死角が生じる
　 場所には鏡を設けます。

(7 )  聴覚障害者

○ 文字情報
電光掲示板（呼び出し窓口などに設置）
ソフト面での対応（人的な対応や筆談できる備品等の整備）

○ 光による告知
照明器具の点滅（出入口のドアのノックの振動やインターホンの音などをセンサーなどで受信し、照明器
具の点滅等で知らせる）

○ 振動による告知
振動機の設置・携帯（音声情報をセンターで受信し、振動機を作動させる）

○ 整備の工夫
音声情報を視覚・光・振動に転換する方法は、建築物に組み込んだ建築設備によるものと、備品等で対応
する方法がある。施設の利用形態により、十分な検討が必要。

（視覚情報設備の例）

聴覚障害者のためのマーク
コ ラ ム

留 意 事 項

　聞こえが不自由なことを表すととも
に、聞こえない人・聞こえにくい人へ
の配慮を表すマークです。

一般社団法人全日本難聴者・中途失
聴者団体連合会

　ろう者等から提示する場合は「手話
で対応をお願いします」、窓口などで
提示する場合は「手話で対応します。
という意味を伝えるマークです。

一般財団法人全日本ろうあ連盟

　筆談を必要としている人が提示する
場合は、「筆談で対応をお願いしま
す」、窓口等で提示する場合は「筆談
で対応します」という意味をお伝えす
るマークです。

一般財団法人全日本ろうあ連盟
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ペースメーカー
コ ラ ム
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　内部障害者とは、疾病などによって、心臓や腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸等の機能に障害があ
り、日常生活活動が制限されている状態です。
　内部障害者の代表的な例としては、心臓ペースメーカー装着、人工肛門装着、人工呼吸器装着などがあり
ます。

特 性

○ 内部障害者の多くは、外見が健常者と変わりなく見えるため、理解を得にくいのが特徴です。
○ トイレにオストメイトに配慮した設備が必要です。（110ページ参照）
○ 疲れやすい人が多いため、休憩できる場所や階段等への手すりの設置、安全に留意します。

留 意 事 項

(8 )  内部障害者

　心臓ペースメーカーとは、心筋に電気刺激を与え必要な心収縮を発生させる医療機器です。このペースメー

カーに対して、携帯電話（PHS 及びコードレス電話を含む）を使用する場合の影響について、総務省から平成

30年にガイドラインが示されています。これによると「ペースメーカー装着者は携帯電話使用及び携行に当たっ

ては、心臓ペースメーカーの装着部から15cm程度以上離すこと」となっています。

　このようなことから、現在、電車やバスの中で内部障害者への配慮として、混雑時には優先席での携帯電話

の使用を禁止しています。しかしこの問題に関しては、平成 25 年 5 月に総務省から調査結果が出され、最近

の携帯電話は、技術の進捗により電磁波が微弱で、ペースメーカーの動作に影響が無いことが発表されています。

この 15cm の問題は、基本的にマナーの問題として、ペースメーカー装着者に安心感を与えるものとして考え

られます。

　一方、ペースメーカーに対しては、IH 炊飯器

や IH 調理器、自動車のスマートキーシステムに

ついては影響が大きく、車外から車の鍵を解除す

る時に注意を払わなくてはなりません。例えば、

車の側にいる人が内部障害者かも知れず、スマー

トキーの電磁波を人と車に向けて、開施錠するこ

とは危険です。

　ペースメーカーを装着している人は、様々な電

磁波が固定的に発生するところには、注意を払っ

て生活していますが、移動可能な電磁波装置には

対応がしにくく、パーソナル無線やトランシー

バーさらにスマートキーなどの使用には注意を払

う必要があります。

《出典》 Boston Scientific Corporation

植込まれた状態のシングルチャンバペースメーカーシステム
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○ 建築物等の認識や理解を助けるため、動線や配置を分かりやすくします。
○ 不必要な情報をなくし、情報量を減らすなどの工夫とともに、人的サポート等のソフト面での対応が必要
　 です。
○ 言葉よりも視覚的な方法を使った方がわかりやすいことがあるため、建物の案内や表示においてピクトグ
　 ラム、矢印などのサインや色分けを活用するなどの工夫が必要です。
○ 安全な環境づくり（強化ガラス、飛散防止フィルム、施錠の工夫、防音の工夫など）が求められます。
○ リラックスできる環境づくりが求められます。また休憩できる場所を設けるよう留意します。
○ 突然大きな音が出るような構造は、その旨を記載するなど、事前に情報提供できるよう留意します。

(9)～(12)　共 通 留 意 事 項

　高次機能障害とは脳出血、脳梗塞などの病気や、事故による頭部外傷などによって、脳に損傷を受けたと
きの後遺症の一つです。 主な症状として注意障害、記憶障害、情報処理速度の低下、自己意識性の低下、遂
行機能障害、易疲労、社会的行動障害があり、いくつかの症状が影響しあうことがあります。

特 性

(9 )  高次脳機能障害者

　生まれる前の要因や生後の発達時期において何らかの障害が生じたことによるもの、遺伝性の原因による
もの、また原因不明のものなど、様々な原因で、知的な遅れと社会生活への適応のしにくさがある人です。

特 性

(10)  知的障害者

　統合失調症、双極性障害、うつ病等の様々な精神疾患により日常生活や社会の生活のしづらさを抱えてい
ます。病気の症状に対する社会的な誤解や偏見がさらに本人を追い込みストレスとなり、回復を遅らせる原
因となります。

特 性

(11)  精神障害者

　発達障害は、自閉症スペクトラム障害（ASD）、学習障害（LD）、注意欠陥・多動性障害（ADHD）な
ど脳機能の発達に関係する障害です。
　これらは生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通していますが、複数の障害が重なって現
れることもあります。また障害の程度や年齢（発達段階）、生活環境などによっても症状は違ってきます。

特 性

(12)  発達障害者
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　幼児に関しては、身長などの人体寸法に配慮し、視線の高さ・到達範囲・器具の大きさなどに留意しま
す。また、環境の変化への即座な対応が困難なので突起物などを設けないよう十分配慮します。そのほか、
危険物などに対する判断ができないので、それらを回避する工夫なども必要です。
　乳児を連れた保護者は、おんぶやだっこまたはベビーカーを押しながら移動するため、多くの困難を伴い
ます。 またおむつ替えや更衣のためのベビーベッド、授乳室等が必要となります。また、妊産婦への配慮と
して、衝突物の回避、休憩スペースなどが求められます。

特 性

○ 床面は、ベビーカーなどに配慮し、平たんな仕上げに留意します。
○ 乳幼児は安全に対する認識ができずに動き回るため、不用意な突起物、段などを設けないよう留意します。

(13)  乳幼児・妊産婦

　ベビーカーには、生後1か月頃から使える「Ａ型」と、生後7か月頃から使える「Ｂ型」があります。この「Ａ型・

Ｂ型」という定義は、一般社団法人製品安全協会がベビーカーの認定基準の中で分類しているので、基準に合

格した製品にはSGマークが付いています。

　また、新生児用チャイルドシートと組合わせて使える、トラベルシステム（ SG対象外）もあります。

トラベルシステムＡ型（両対面式）

《出典》 コンビ株式会社

生後1か月頃から、寝かして使えるベ
ビーカーです。居住性を重視した広い
シートや快適性を追求した衝撃吸収構
造など、赤ちゃんの乗り心地に配慮し
た製品が多いのが特徴です。

腰がすわった生後7か月頃から使える
ベビーカーです。A型に比べると、軽
くて小さく折りたためるので、持ち運
びが楽なのと、狭い場所に収納できる
のが特徴です。

シーンや成長に合わせて、いくつもの
使い方ができます。車ででかけても、
ベビーシートを外すだけで、眠ってい
る赤ちゃんをそのままベビーカーに移
動できます。

Ｂ型（背面式）

留 意 事 項

ベビーカー
コ ラ ム
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